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令和元年９月20日（金曜日）

午前９時59分開会

○議案第１号 令和元年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人等の経営状況について

一般社団法人宮崎県林業公社

公益財団法人宮崎県環境整備公社

公益社団法人宮崎県林業労働機械化センター

公益社団法人宮崎県農業振興公社

一般財団法人宮崎県内水面振興センター

一般財団法人宮崎県水産振興協会

一般社団法人宮崎県肉用牛枝肉価格安定基金

協会

一般社団法人宮崎県家畜改良事業団

一般社団法人宮崎県酪農公社

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・宮崎県環境計画（改定計画）平成30年度の取

組状況

・第七次宮崎県森林・林業長期計画（改定計画）

平成30年度の取組状況

・野生鳥獣による農林作物等の平成30年度被害

額について

・第七次宮崎県農業・農村振興長期計画（後期

計画）平成30年度の主な取組について

・第八次宮崎県農業・農村振興長期計画策定の

基本的な方針について

・第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計画（後

期計画）平成30年度の主な取組について

・第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計画策定

の基本的な方針について

・令和元年産早期水稲の作柄と価格の動向につ

いて

出席委員（８人）

委 員 長 野 﨑 幸 士

副 委 員 長 図 師 博 規

委 員 星 原 透

委 員 横 田 照 夫

委 員 山 下 寿

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

環境森林部次長
松 田 広 一

（ 総 括 ）

環境森林部次長
廣 津 和 夫

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 川 口 泰 夫

みやざきの森林
黒 木 逸 郎

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 冨 山 典 孝

循環社会推進課長 蕪 美知保

自 然 環 境 課 長 田 原 博 美

自 然 公 園 室 長 藤 本 英 博

森 林 経 営 課 長 濱 砂 正 則

山村･木材振興課長 橘 木 秀 利

み や ざ き ス ギ
有 山 隆 史

活 用 推 進 室 長

林業技術センター所長 日 髙 和 孝

木 材 利 用 技 術
美 戸 司

セ ン タ ー 所 長

令和元年９月20日(金)
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工 事 検 査 監 木 嶋 誠

農政水産部

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

農政水産部次長
河 野 譲 二

（ 総 括 ）

農政水産部次長
大久津 浩

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
毛 良 明 夫

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 花 田 広

農 政 企 画 課 長 鈴 木 豪

中山間農業振興室長 小 倉 久 典

農業連携推進課長 愛 甲 一 郎

みやざきブランド
東 洋一郎

推 進 室 長

農業経営支援課長 日 髙 義 幸

農業改良対策監 坂 本 美奈子

農業担い手対策室長 戸 髙 朗

農 産 園 芸 課 長 菓子野 利 浩

農 村 計 画 課 長 小 野 正 寛

畑かん営農推進室長 酒 匂 芳 洋

農 村 整 備 課 長 盛 永 美喜男

水 産 政 策 課 長 福 井 真 吾

漁業･資源管理室長 林 田 秀 一

漁 村 振 興 課 長 外 山 秀 樹

漁港漁場整備室長 鈴 木 宣 生

畜 産 振 興 課 長 谷之木 精 悟

家畜防疫対策課長 三 浦 博 幸

工 事 検 査 監 中 山 俊 行

総合農業試験場長 甲 斐 典 男

県立農業大学校長 山 本 泰 嗣

水 産 試 験 場 長 田 中 宏 明

畜 産 試 験 場 長 德 留 英 裕

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 前 野 陽 子

議事課主任主事 渡 邊 大 介

○野﨑委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

日程につきましては、お手元に配付いたしま

した日程案のとおり行うこととしてよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

○野﨑委員長 委員会を再開いたします。

報告事項等について説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○佐野環境森林部長 おはようございます。環

境森林部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

まず初めに、当部の職員が覚せい剤取締法違

反で７月に逮捕されました事案につきまして、

御報告をさせていただきます。

この件につきましては、本人が容疑を否認し

ている中で実名も公表されましたが、８月23日

付で不起訴処分となりました。本人の名誉回復

ということもございますので、少し説明をさせ

ていただきたいと思います。座って説明させて

いただきます。

当該職員は、警察による捜査の中で、家宅捜

索や尿検査も受けておりますが、覚醒剤にかか

わった証拠はないとのことです。また、19日間

令和元年９月20日(金)
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の勾留、取り調べの中でも、覚醒剤にかかわっ

た証拠は何も出てこなかったということでござ

います。

県といたしましては、職員の名誉を回復し、

今後の県庁生活において誤ったレッテルが張ら

れることなく、支障なく職務に励んでもらうこ

とが大変大事であると考えておりまして、しっ

かりサポートをしてまいりたいと考えておりま

す。

また、不起訴処分となりましたものの、今回

の事案発生によりまして、委員の皆様を初め、

多くの県民の皆様の県職員への信頼を揺るがし、

御心配もおかけしました。本事案のように、職

員に身に覚えがなくとも、事件に巻き込まれて

しまう場合がありますので、職員に対し注意喚

起を行ったところであります。

また、服務規律の保持、綱紀粛正の徹底等に

つきましては、従来どおり、引き続き取り組ん

でまいります。

それでは次に、本日の説明事項につきまして、

御説明をさせていただきます……。

○星原委員 事案の説明をいただいたけれど、

これは警察から謝罪とかはあったんですか。

○佐野環境森林部長 現在、そういったことは

全くございません。

○星原委員 これは問題じゃないですか、そう

いうのは誤認だから。名誉もだし、19日間も勾

留されたのは、申し入れしないといけない。環

境森林部なのか知事なのかはわからないけれど、

警察に対して慎重に捜査をするような、そうい

う申し入れはしないと、ちょっとおかしい。

○佐野環境森林部長 その点に関しましては、

当部だけの話ではございませんので、今あった

御意見は総務部等にもつないで、どう対応する

のかは検討させていただきたいと思います。た

だ、現状においては、知事が定例会見で申し上

げておりますが、鹿児島県警としては法の執行

機関として必要な対応をとられたという説明が

されているところでございます。

○星原委員 鹿児島県警は、前にも選挙違反の

問題でいろいろあったりしているから。本当に

何もないということなら、しっかり県として正

式にそういう形で申し入れをすべきだと思うけ

れど。

○佐野環境森林部長 総務部と協議をさせてい

ただきたいと思います。

では、本日の説明事項につきまして、御説明

させていただきます。

お手元に配付しております環境農林水産常任

委員会資料の表紙をごらんいただきたいと思い

ます。

本日の説明事項は、報告事項が３件、その他

報告事項が３件であります。

まず、Ⅰの報告事項は、宮崎県の出資法人等

への関与事項を定める条例に基づきまして、県

が出資している法人等の経営状況について報告

するものであります。

当部所管の法人としましては、一般社団法人

宮崎県林業公社、公益財団法人宮崎県環境整備

公社、公益社団法人宮崎県林業労働機械化セン

ターの３法人であります。

次に、Ⅱのその他報告事項は、宮崎県環境計

画（改定計画）平成30年度の取組状況など、３

項目を報告いたします。

私からの説明は以上であります。各事項の詳

細につきましては、それぞれの担当課長・室長

が御説明申し上げますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 私から

は、報告事項の１、一般社団法人宮崎県林業公



- 4 -

令和元年９月20日(金)

社について御説明いたします。

常任委員会資料の１ページをごらんください。

林業公社は、（１）の設立の目的にありますよ

うに、造林、育林等の事業を通して、県土の保

全等を図り、もって地域経済の振興と住民の福

祉の向上に寄与することを目的として、昭和42

年に設立されております。

（２）の社員につきましては、県と12市町村、

４森林組合など、合わせて19団体であります。

（３）の組織につきましては、役員は16名で、

そのうち理事長が知事、副理事長が県環境森林

部長であります。また、職員は、総務企画課、

業務課の２課体制で、事務局長を含め８名となっ

ております。

（４）の出資の状況につきましては、総出資

額は1,350万円、このうち県出資金が500万円、

出資比率は37％となっております。

なお、林業公社は、（５）の特記事項にありま

すように、森林整備法人として、昭和60年に知

事の認定を受けているところであります。

それでは次に、地方自治法第243条の３第２項

及び宮崎県の出資法人等への関与事項を定める

条例第４条第３項の規定に基づき、経営状況等

について御報告いたします。

お手元の白い冊子、令和元年９月定例県議会

提出報告書（県が出資している法人等の経営状

況について）の41ページをお開きください。

まず、平成30年度の事業報告書についてであ

ります。

１の事業概要をごらんください。

林業公社では、平成19年に策定しました経営

方針及び平成30年に策定しました第４期経営計

画に基づき、経営改善に努めながら、以下の（１）

から（７）にありますように、伐採量の平準化

計画に基づく計画的な主伐販売や、補助事業を

活用した利用間伐などの業務に取り組んでおり

ます。

次の42ページをお開きください。

平成30年度は、２の事業実績にありますよう

に、保育事業や造林施設事業、主伐林分の収穫

調査事業などを実施し、分収林の適正な管理や

収入の確保等に取り組んでおります。

財務状況等につきましては、この報告書の175

ページをお開きください。

令和元年度宮崎県出資法人等経営評価報告書

で説明いたします。

まず、上段の林業公社の概要につきましては、

先ほどの委員会資料と重なりますので、省略さ

せていただきます。

次に、中ほどの県関与の状況であります。

人的支援では、右側の令和元年度の欄をごら

んください。合計16名の役員のうち、常勤役員

は県退職者の１名、非常勤役員は15名で、うち

県職員が２名、県退職者が２名となっておりま

す。職員数は、合計８名のうち、県職員が２名、

県退職者が１名となっております。

その下の財政支出等につきましては、平成30

年度は県補助金が5,174万2,000円のほか、右側

になりますが、公社への無利子貸し付けになる

県借入金残高は平成30年度末現在275億8,201

万9,000円、その下の県の損失補償契約に基づく

債務残高が57億5,850万9,000円となっておりま

す。

また、その下ですが、派遣した２名の県職員

の人件費としまして、1,157万円を支出しており

ます。

次の主な県財政支出の内容としましては、①

の林業公社貸付金は、平成30年度は５億6,035

万4,000円、②の森林整備事業、③の分収林整備

高度化事業は、先ほどの県補助金の内訳になり
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ます。

次に、一番下の枠の実施事業としましては、

分収林事業や植栽未済地を解消するために、森

林所有者から施業を受託して再造林等を行う森

林施業受託事業などを行っております。

次に、その下の活動指標であります。２つの

活動指標を掲げております。

①の契約延長面積は、年度ごとの伐採量の平

準化を図るため、分収林契約の期間延長に努め

ており、目標値123ヘクタールに対し実績値

は203.3ヘクタール、達成度は165.3％、また②

の再造林率は、目標値80％に対し実績値は58.2

％、達成度は72.8％となっております。

次に、176ページをお開きください。

財務状況であります。

まず、表の左側ですが、正味財産増減計算書

の平成30年度の欄をごらんください。

１行目の経常収益は５億7,821万8,000円、そ

の下の経常費用は５億3,107万2,000円となって

おり、当期経常増減額は、プラス4,714万6,000

円となっております。

その下の経常外収益は９万円、経常外費用は

４億4,699万1,000円となっております。この経

常外費用は、26年度より適用しております林業

公社会計基準に基づき、主伐計画の森林につき

まして、帳簿上の価格を予想される売却価格に

まで減額する、いわゆる減損処理を行ったもの

です。

平成29年度は、28年度までに計画を超える減

損がなされていたため、減損処理を行う必要が

なかったのですが、平成30年度は減損処理を行っ

たことから計上しております。この結果、当期

経常外増減額は、マイナス４億4,690万1,000円

となっております。

当期経常増減額に当期経常外増減額を加えた

当期一般正味財産増減額はマイナス３億9,975

万5,000円となっており、その下の一般正味財産

期首残高がマイナス89億8,318万7,000円であり

ますので、合わせて、その下の一般正味財産期

末残高は、マイナス93億8,294万2,000円となっ

ております。

次に、表右側の貸借対照表の平成30年度の欄

をごらんください。

流動資産と固定資産を合わせた資産の合計

は286億4,561万1,000円で、このほとんどが造林

から育林に係るこれまでの投下経費の累積であ

ります森林勘定になります。

次に、下の流動負債と固定負債を合わせた負

債の合計は380億2,855万3,000円であり、このほ

とんどが県及び金融機関等からの長期借入金で

あります。

なお、資産から負債を引いた正味財産は、マ

イナス93億8,294万2,000円であります。

次に、その下の財務指標をごらんください。

林業公社におきましては、財務指標として、

３つの項目を掲げております。

まず、①の年度末資金残高は、平成30年度の

目標値３億1,631万3,000円に対し、実績値３

億2,304万5,000円、達成度は102.1％、②の主間

伐等収入は、目標値４億1,143万9,000円に対し、

実績値４億3,755万7,000円、達成度は106.3％、

③の経営改善効果額は、目標値7,419万7,000円

に対し、実績値１億2,039万5,000円、達成度

は162.3％となっております。

続きまして、中ほどの枠の直近の県監査の状

況についてであります。

昨年度の監査におきまして、「平成29年度が最

終年度であった第３期経営計画の実績は、公社

自身の経営努力に加え、県の無利子貸し付けに

よる繰り上げ償還等により、計画を上回る収益
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を確保した。今後は、第４期経営計画を着実に

実施するとともに、県の財政負担が最小限に抑

制されるよう一層の取り組みが望まれる」との

要望があり、引き続き第４期経営計画に基づき

経営改善に努めることとしております。

なお、第４期経営計画の実績等につきまして

は、後ほど別添の資料で説明させていただきま

す。

次に、一番下の枠の総合評価をごらんくださ

い。

右側の県の評価であります。

主伐等の林産物売り払いで、これまでの森林

造成に要した経費を賄うほどの収入が確保でき

ていないため、債務超過が続くなど、依然とし

て厳しい経営状況でありますが、経営改善に積

極的に取り組んでおり、目標を上回る収益を確

保できたところであります。

今後とも、公社に対しましてさらなる経営努

力を求めるとともに、一層の収支改善が図られ

るよう、厳しく指導・監督を行うこととしてお

ります。

続きまして、第４期経営計画に基づく公社の

単年度収支の状況等について御説明いたします。

資料は、資料１の一般社団法人宮崎県林業公

社の収支実績及び改善効果額についてでありま

す。

表紙をめくっていただきまして、まず１の第

４期経営計画の策定であります。

林業公社は、平成29年度に第３期経営計画の

終期を迎えたことから、平成30年度を始期とす

る第４期経営計画を策定し、引き続き経営改善

に取り組んでいるところであります。

次に、２の第４期経営計画における収支計画

及び実績であります。表１をごらんください。

計画期間中の単年度収支の計画と実績でありま

す。収入の主なものは、伐採収入や補助金、長

期借入金であります。支出の主なものは、直接

事業費、分収交付金、元利償還金であります。

太枠で囲っております平成30年度は、木材の

売り払い単価が計画を上回ったことや、公社自

身の経営努力によりまして、表の下から２段目

の差引収支が300万円のプラスとなり、この結果、

表の一番下の年度末資金残高も３億2,300万円と

計画を上回っており、経営計画に沿った経営改

善が行われていると考えております。

次に、右ページをごらんください。

３の「林業公社の経営改善計画」に基づく改

善効果額であります。

これは、第４期経営計画の前期において、令

和４年度までに林業公社が行うべき経営努力や

利息の軽減などの取り組みをまとめたものであ

ります。

表２をごらんください。

１、林業公社自身の経営努力では、上から２

行目の列状間伐の実施や、７行目にあります高

収益地の戦略的な伐採による収入確保などで、

計画以上の実績を上げております。

また、２、利息の軽減では、金融機関の協力

を得まして、繰り上げ償還等に取り組んだ結果、

利息の軽減が図られております。

これらの改善効果額は、その下の網かけがし

てあります欄のとおり、平成30年度は１億2,039

万6,000円となるなど計画を上回っており、左の

ページにあります単年度収支での収入の増加や

支出の削減につながったものと考えております。

説明は以上であります。

○蕪循環社会推進課長 私からは、報告事項の

２、公益財団法人宮崎県環境整備公社について

御説明いたします。

常任委員会資料の２ページをお開きください。



- 7 -

令和元年９月20日(金)

（１）の設立の目的にありますように、当公

社は、エコクリーンプラザみやざきの運営を通

して、産業廃棄物や一般廃棄物の処理などの事

業を行うことで、本県のすぐれた自然環境や県

民の生活環境の保全等に取り組んでいるところ

であります。

（２）の事業参画市町村等につきましては、

県央部の宮崎市、国富町、綾町と西都・児湯地

区の市町村で構成された西都児湯環境整備事務

組合の４団体であります。

（３）の組織につきましては、役員は16名で、

理事長が県の退職者、副理事長及び理事は県環

境森林部長と県央地区の10市町村の首長で構成

されております。また、職員は、総務課など３

つの課で13名となっております。

（４）の出資の状況につきましては、基本財

産は１億110万円で、このうち県の出捐は4,610

万円、全体の45.6％となっております。

なお、当公社は、（５）の特記事項にあります

ように、公共関与による産業廃棄物処理及び一

般廃棄物処理を行う廃棄物処理センターとして、

平成12年12月に廃棄物処理法に基づく廃棄物処

理センターとして厚生大臣指定を受け、廃棄物

処理施設エコクリーンプラザみやざきを整備し、

平成17年11月から供用を開始しております。

それでは、地方自治法及び宮崎県の出資法人

等への関与事項を定める条例に基づきまして、

経営状況等について御説明いたします。

別冊の令和元年９月定例県議会提出報告書（県

が出資している法人等の経営状況について）で

御説明させていただきます。

51ページをお開きください。

まず、平成30年度事業報告書についてであり

ます。

１の事業概要でありますが、（１）の廃棄物の

円滑かつ適正な処理につきましては、県央地域10

市町村の一般廃棄物並びに県下全域を対象とし

た産業廃棄物の処理を円滑かつ適正に行ったと

ころであります。

次に、（２）の安心・安全・安定したシステム

の運用につきましては、将来にわたる安心・安

全・安定した廃棄物処理システムの運用につい

て、万全の注意を払いながら、適切な管理体制

の確立に努めたところであります。

次に、（３）の業者への損害賠償請求訴訟につ

きましては、平成22年４月に提起した損害賠償

請求訴訟において、平成29年５月に第一審判決

の言い渡しがありました。設計・施工監理を行っ

た株式会社エイト日本技術開発に対し、損害遅

延金を含む約15億円の損害賠償金の支払いを命

ずるとして、請求の一部が認められたところで

ありますが、公社はこの判決を不服として、平

成29年６月、控訴を提起し、平成30年度は控訴

審における口頭弁論や弁論準備などが行われた

ところであります。

なお、報道等で既に御承知のとおりですが、

エコクリーンプラザみやざき民事訴訟につきま

しては、去る６月28日の控訴審判決後、公社と

株式会社エイト日本技術開発が双方ともに上告

を行わなかったことから、７月18日に判決が確

定したところでございます。

次に、２の事業実績につきましては、表に記

載しておりますように、一般廃棄物及び産業廃

棄物の処理を行うとともに、環境学習啓発や温

浴施設等の管理運営を行ったところであります。

次に、経営状況等の詳細につきましては、別

冊の出資法人等経営評価報告書に基づきまして

御説明したいと思います。

報告書の177ページをお開きください。

まず、上段の左端に概要と記載された表につ
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きましては、設立目的など、先ほどの委員会資

料の説明と重なりますので、省略させていただ

きますが、特記事項の②にありますように、県

の公共関与による廃棄物処理が令和２年度で終

了することに伴い、公社によるエコクリーンプ

ラザみやざきの運営は令和２年度で終了し、公

社は令和３年３月31日をもって解散する予定で

あります。

次に、中ほどの左端に県関与の状況と記載さ

れた表をごらんください。

まず、人的支援の状況でありますが、表の右

側、令和元年度のところをごらんください。16

名の役員のうち、県職員が１名、県退職者が２

名となっており、職員数につきましては、13名

のうち県職員が４名、県退職者が１名となって

おります。

次に、その下の財政支出等の欄をごらんくだ

さい。

平成30年度の欄でありますが、県補助金8,000

万円は、その下にございます主な県財政支出の

内容の欄の事業名①に記載してあります宮崎県

環境整備公社運営費補助金のことでございます。

また、上の欄に戻っていただき、右側の欄に

あります県の損失補償契約に基づく債務残高の

平成30年度の欄7,360万円につきましては、施設

を整備したときに公社が金融機関から借り入れ

ました20億9,000万円のその部分の損失補償の残

高でございます。

このほか、その下のその他の県からの支援等

の欄にありますように、県において浸出水調整

池補強工事費などの費用や運営資金の貸し付け

を行っているところであります。

次に、ページの下の欄をごらんください。

公社では、実施事業の欄にありますように、

先ほど御説明いたしました４つの事業を行って

おります。

その下の活動指標につきましては、３つの活

動指標を掲げておりますが、①の産業廃棄物搬

入量につきましては、平成30年度は目標値

の5,500トンに対し、実績値は１万598トン、達

成率は192.7％、②の施設見学者数につきまして

は、目標値１万2,000人に対しまして実績値は１

万3,309人、達成率110.9％、③の産業廃棄物処

理契約件数につきましては、目標値510件に対し、

実績値は987件、達成率193.5％となったところ

であります。

なお、その下の指標の設定に関する留意事項

にございますように、３つの活動指標につきま

しては、直近３カ年分の実績や、令和２年12月

をもちまして産業廃棄物の受け入れを終了する

ことなども踏まえまして、令和元年度の目標値

を設定したところであります。

次に、178ページをごらんください。

上段の左端に財務状況と記載された表をごら

んください。表の左側半分に正味財産増減計算

書、右側半分に貸借対照表を記載しております。

まず、左側の正味財産増減計算書の平成30年

度の欄をごらんください。

１行目の経常収益は、市町村からの運転委託

料や産業廃棄物処理料金収入などで33億6,090

万9,000円、その下の行、経常費用は施設の運転

経費や管理費などで34億5,471万9,000円となっ

ております。その下の当期経常増減額は、9,381

万円のマイナスとなっているところです。

その下の行に、経常外収益として、公社が保

有する産廃埋立枠を市町村に転用することで得

ます負担金収入として２億3,338万6,000円の収

益がありますことから、３つ下の当期一般正味

財産増減額では１億3,957万6,000円のプラスと

なったところであります。
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また、表の下から４行目になりますが、当期

指定正味財産増減額は、周辺環境整備基金から

宮崎市が実施する周辺環境整備事業に対する補

助金などの支出で、388万2,000円のマイナスと

なっております。

この結果、一番下の行にございますように、

平成30年度末の正味財産期末残高は４億4,376

万4,000円となっております。

次に、右側の貸借対照表の平成30年度の欄を

ごらんください。

まず、１行目の資産でありますが、48億1,399

万円となっており、その内訳は、１つ下の流動

資産─現金や未収金などですが、これが13

億6,731万3,000円、その下の固定資産、土地と

か建物、機械設備などについては34億4,667

万7,000円となっております。

次に、その下の負債は43億7,022万6,000円と

なっており、その内訳は、１つ下の流動負債

─銀行からの短期借り入れや未払い金のこと

ですが、これが34億4,227万5,000円、その下の

固定負債─長期借り入れなどにつきましては

９億2,795万1,000円となっております。

次に、その下の正味財産は、資産から負債を

差し引いた４億4,376万4,000円となり、その内

訳は、その下の指定正味財産が１億4,045万9,000

円、また３つ下の一般正味財産─指定正味財

産を除く正味財産として３億330万5,000円と

なっているところであります。

次に、財務状況の下、左端に財務指標として

記載された表をごらんください。

①の産廃処理収入につきましては、平成30年

度の目標値１億4,500万円に対し、実績値は２

億5,461万8,000円、達成率は175.6％、②の産廃

収支につきましては、目標値8,900万円に対し実

績値は１億2,685万1,000円、達成率は142.5％と

なっております。

なお、財務指標の下の指標の設定に関する留

意事項につきましては、先ほど御説明しました

とおり、活動指標と同様に、直近３カ年分の実

績や、令和２年12月で産業廃棄物の受け入れを

終了することなども踏まえまして、令和元年度

の目標値を設定したところであります。

次に、中ほどの左端に記載された直近の県監

査の状況でありますが、昨年度の監査におきま

しては指摘事項等はございませんでした。

最後に、下段の左端に総合評価と記載された

表をごらんください。表の右側上段に記載して

あります県の評価であります。

まず、令和２年度末で県の公共関与終了に向

けた準備としまして、契約事業者に対する産業

廃棄物の受け入れ終了時期の事前予告通知など

を計画的に実施したところであります。

また、活動指標の財務指標につきましては、

全ての指標において目標値を達成しており、良

好と考えております。

一方で、財務指標につきましては、県の公共

関与の終了に伴う産廃収支に与える影響ができ

るだけ少なくなるよう、収入確保等に留意する

必要があると考えているところであります。

なお、エコクリーンプラザみやざきは、令和

３年度以降、宮崎市が運営主体となって、県央10

市町村の一般廃棄物処理を担う施設となります。

このことから、県としましても、円滑な運営移

行に向けた取り組み等を支援してまいりたいと

考えているところでございます。

説明は以上であります。

○橘木山村・木材振興課長 それでは、常任委

員会資料の３ページをお開きください。

公益社団法人宮崎県林業労働機械化センター

について御報告いたします。
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当センターは、（１）の設立の目的にあります

ように、高性能林業機械の共同利用や林業事業

体の雇用改善、新たに林業に就業しようとする

者への就業支援など、低コスト林業の促進や林

業労働力の確保を目的として、平成７年に設立

されております。

（２）の会員ですが、県のほか、宮崎県森林

組合連合会、宮崎県造林素材生産事業協同組合

連合会の３団体で構成されております。

（３）の組織としましては、役員は８名、う

ち県職員は副理事長２名のうち１名で、技術次

長が就任しております。また、職員は２名で、

うち県職員が１名となっております。

（４）の出資の状況ですが、総額は900万円で、

このうち県が400万円を出捐しており、比率

は44.4％であります。

（５）の特記事項ですが、当センターは、林

業労働力の確保の促進に関する法律に基づきま

して、林業事業体への支援を行う林業労働力確

保支援センターとして知事の指定を受けており

ます。

なお、実施事業として当センターが行う林業

就業の相談・指導業務や高性能林業機械の共同

利用業務などは、この法律に基づく業務となっ

ております。

続きまして、別冊の令和元年９月定例県議会

提出報告書の179ページをお開きください。

県の出資条例に基づきまして、出資法人等経

営評価報告書により、当センターの経営状況等

について御説明いたします。

一番上の枠の概要につきましては、先ほどの

説明内容と重複いたしますので、省略いたしま

す。

次に、その下の枠、県関与の状況ですが、人

的支援として、枠の右上の令和元年度の欄にあ

りますように、県職員は役員として非常勤の副

理事長１名と職員１名であります。また、県退

職者は、役員として常勤及び非常勤の理事、そ

れぞれ１名ずつの合計２名となっております。

その下の財政支出等でありますが、県委託料

は平成30年度が1,379万6,000円、県補助金は同

じく平成30年度が446万3,000円であります。

また、その右の欄の県職員人件費にあります

ように、平成30年度は626万8,000円を支出して

おります。

委託料及び補助金につきましては、下の枠、

主な県財政支出の内容にありますように、①の

新規参入者の確保に向けた相談・指導や、②の

林業技術者の育成、③の新規就業情報の発信や

就職相談会、④のみやざき林業青年アカデミー

研修等への指導員派遣、⑤の高校生を対象とし

た林業体験学習などを実施しております。

なお、その下の実施事業にありますように、

センター全体では、①の林業にかかわる相談・

指導業務から、⑥の林業機械の共同利用業務ま

での６つの事業を実施しているところでありま

す。

次に、その下の活動指標ですが、①の相談件

数及び職業講習会・研修会等参加者数につきま

しては、目標値365人に対し、平成30年度の実績

は351人で、96％の達成状況となっております。

また、②の共同利用機械実働平均稼働月数に

ついては、目標値6.5カ月に対し平成30年度の実

績は10.5カ月で、目標を大きく上回ったところ

であります。

次に、180ページをお開きください。

財務状況についてであります。左側半分が正

味財産増減計算書、右側が貸借対照表となって

おります。

まず、左側の正味財産増減計算書の平成30年
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度の状況ですが、一番上の経常収益は１億1,466

万9,000円、その下の経常費用は１億853万4,000

円で、当期経常増減額は613万5,000円となって

おります。

次に、経常外収益は633万円、その下の経常外

費用は０円でありますので、税引前当期一般正

味財産増減額は1,246万5,000円であります。こ

れから法人税等を差し引いた当期一般正味財産

増減額は1,244万4,000円となっております。こ

の結果、下から５行目にありますように、一般

正味財産期首残高に当期の正味財産増減額を加

えた一般正味財産期末残高は１億3,985万円であ

ります。

次に、指定正味財産ですが、下から２行目に

ありますように、指定正味財産期末残高は750

万3,000円となっておりますので、財務状況の一

番下の正味財産期末残高は１億4,735万3,000円

となったところであります。

次に、右側の貸借対照表の平成30年度の状況

ですが、一番上の資産は、流動資産と固定資産

を合わせまして１億5,717万円、その下の負債は、

流動負債と固定負債を合わせて981万7,000円で、

資産から負債を差し引いた正味財産は１億4,735

万3,000円となっております。

次に、財務状況の下、財務指標ですが、①の

自己収入比率は、平成30年度の欄にありますよ

うに、目標値50％に対しまして、実績値は60.5

％と上回りました。これは、高性能林業機械の

平均稼働月数が向上したことにより、自主事業

収益が増加したことによるものと考えておりま

す。

最後に、ページの下半分の総合評価でありま

すが、右側の県の評価の欄にありますように、

活動指標については、新規就業者や林業事業体

を対象とした相談件数及び職業講習会・研修会

等の参加者数は、目標を若干下回ったものの、

全体的にはほぼ達成できており、また、高性能

林業機械の共同利用の平均稼働月数は目標値を

大幅に上回っております。

センターが行います担い手関係の事業につい

ては、今後も事業のＰＲや事業体への働きかけ

を積極的に行い、事業効果を高め、林業労働力

の確保や事業体の経営改善につなげていく必要

があると考えております。特に林業労働力の確

保については、林業就業者数が減少している状

況を踏まえ、就業に結びつくより実効性のある

取り組みが必要であり、みやざき林業大学校の

ＰＲ等も含め、新規就業希望者への情報発信に

取り組む必要があります。

また、高性能林業機械の貸し付けについては、

稼働率の向上に向け、今後も引き続き、その効

率的な管理・運営を図っていく必要があると考

えております。

財務については、先ほど御説明しましたとお

り、自己収入比率が目標値を上回っており、公

益法人として一定の自立性を確保しているもの

と考えております。

当課からの説明は、以上でございます。

○野﨑委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項について質疑はありませんか。

○佐藤委員 説明をいただきました林業労働機

械化センターですけれども、職業講習会・研修

会等の参加者数が目標を下回ったということで

ありますが、前年度の状況はどうだったんでしょ

うか。

○橘木山村・木材振興課長 29年度の状況です

が、総勢412名で、目標値は上回っているところ

でございます。

○佐藤委員 林業大学校も開校しましたが、林

業就業者数の減少が見られると思います。そこ
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で、やはり林業大学校のＰＲ、さらには林業に

興味を持った人たちの職業講習会への参加がふ

えるように、目標もしっかり立てていただいて、

結果的に林業就業者をしっかり確保していただ

くことが大事かと思います。高性能林業機械の

共同利用については、目標を大幅に上回ったと

いうことでありますので、非常にいいと思うん

ですけれども、やはり全体的な林業就業者数の

ほうが心配でありますので、よろしくお願いし

ます。

それから、林業公社でありますけれども、非

常に目標値を上回った、山が高く売れるという

ことであります。私もいろいろな山を購入され

る林業事業体の方々と話をする中で、やはり林

業公社の山は収益性が高い。公社の山を買うと

しっかり利益が出るということで、やはり買い

値も高いだろうと聞いております。ですから、

今後もしっかりした山を高値で売っていくと。

そのことで山を提供された方々にも利益が回り

ますし、また、それを買って作業をされる事業

体の方々の利益もふえ、さらにスギ素材生産量28

年連続日本一である宮崎県の林業にとっても、

いい効果を生むと思っております。

ただ、やはり全てが高く売れているわけでは

ない。高いのは5,000円を上回るものもあろうか

と思いますけれども、条件の悪いところとか、

立米当たりの単価が非常に低い、買っても利益

が出そうもないところが少なからずあると思っ

ておりますので、そういうところをしっかり売

るタイミングを見計らって売っていく、もしく

は、違う形での売り方、処理の仕方をしていく

必要があると思っております。その辺はいかが

でしょうか。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 委員御

指摘のとおり、高いところもあれば低いところ

もありまして、平成30年度の実績としましては、

平均しまして3,829円で売れております。ただ、

昨年度の入札自体が、手持ちがある業者がいっ

ぱいいらっしゃると、やはり場所が悪いとなか

なか落ちないところもありますので、そのあた

りにつきましては、作業を間伐のときに入れた

りして、最終的に主伐の段階で高く売れるよう

な、そういう工夫はしていきたいと思っており

ます。

○佐藤委員 よろしくお願いします。

○山下委員 今の入札に関連してですけれども、

落札率はどれぐらいですか。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 昨年は

２回入札を行いまして※35件出しました。そのう

ちの17件が落札されています。半分ぐらいが不

落です。

○山下委員 今言われたように、公社だけでは

なくて、どこも伐期が来ていて、あちこちから

入札の声がかかって、なかなかもう持ちこたえ

られないというのが現状だと思うんですよ。で

すから、今後やっぱりそういうような不落とい

うか、入札しきれない山が出てくるのかなと考

えます。

それと、やっぱり伐採期間が３年ですよね。

やっぱり３年以内に切るものを持っているとい

う状況がかなり発生しているのではないかなと

思いますので、十分そこあたりを考えて入札し

たほうがいいのかなと思います。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 おっ

しゃるとおり、なかなか厳しい状況ではあるん

ですけれども、県行造林もありますし、それか

ら森林整備センターも入札を始めてから４年目

になります。それに公社があるということで、

時期をずらして、最適な時期、高い時期を選び

※14ページに訂正発言あり
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ながら、それぞれお互い話し合いながら、入札

時期が重ならないようにということはやってお

ります。

○佐藤委員 今の、いわゆる購入してから３年

以内に切ってしまいなさいという決まりは、３

年から５年とかということは今後ないんでしょ

うか。というのは、先ほど山下委員からもあり

ましたように、在庫を持っている人たちは、や

はり買うときに３年以内に切れるかという心配

をするわけですよね。そこを例えば４年、５年

にする。特例で何年というのもあるかもしれま

せんけれど、最初から５年という形にすると、

業者の人たちに聞くと、買って５年もたつと木

は結構大きくなると。買ったものが５年間で財

産がふえると、そういう魅力があると購入する

楽しみがある。多少高く買っても、５年後まで

に切ればいいということであれば、余裕もでて

くる。ということは、落札率も上がると思うん

ですけれど、いかがでしょうか。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 委員の

おっしゃるとおりだと思います。３年という縛

りがあるんですけれども、これを５年とか６年

にできれば、確かに落札率は上がると思います。

今からの検討の余地は十分あるかと思いますの

で、考えていきたいとは思っております。

○山下委員 関連で、一般質問でもちょっと話

したんですが、今の入札の３年という期間の中

で、入札するときには、きれいな道が整備して

くれてあるんですけれども、台風が来たり、大

雨が降ると、せっかくきれいにしていただいた

道路が崩れるというようなことがあって、特に

山奥のほうに行きますと、逆にあんまり期間を

もらったり、たくさん買っても、そういういろ

んな問題が発生します。買った後はもう自分で

いじりなさいというようなことなので、そこあ

たりも何かそういう制度があると、買ったほう

は助かるのかなと思うのですが、何かそういう

手立てはあるんですか。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 おっ

しゃるとおり、買った後に壊れるというのは、

確かに出てきます。今の公社の制度の中では、

ちょっとそれは無理かなとは思っております。

○横田委員 環境整備公社についてちょっと確

認をさせていただきたいのですが、令和２年度

末で県の関与が終了するということで、契約事

業者に対しては受け入れ終了時期の事前予告な

どを行っているとのことですが、平成30年度の

廃棄物の搬入量を見ますと、達成度が192.7％と

目標の２倍ぐらい搬入されているわけですよね。

令和２年度で終わるわけなんですけれど、それ

以降の産業廃棄物の行き先は確保できるという

か、大丈夫なんでしょうか。

○蕪循環社会推進課長 確かに現在の状況では、

産廃の搬入が思いのほか進んでおります。昨年

の12月には終了予告の通知を出したところなん

ですが、少なくとも終わるまでは、これまでど

おり搬入をさせていただきたいという意向があ

りまして、その後について、どこに持っていっ

たらいいのだろうかといった不安の声は、今の

ところ公社には聞こえていないような状況でご

ざいます。そういったことで、他県に比べます

と、地域的なばらつきはございますが、県内の

民間施設の充実度は高いほうでございまして、

そういう意味では、処理体制そのものには大き

な支障は出ないのではないのかなというふうに

今のところ考えております。ただ、廃棄物量と

いうのは、特に産業廃棄物は景気がよくなると

どんどんふえてくる傾向にあります。ここ数年

は比較的いい状況が続いているものですから、

産廃量自体もふえている状況にありまして、経



- 14 -

令和元年９月20日(金)

営収支としても、今いいほうなのかなと分析し

ております。

ただ、もう一つの懸念情報が、プラスチック

について、中国の状況の具体的な影響が、まだ

県では把握できておりません。29年度までの実

績しか今のところ把握できておりませんので、

この影響をしっかり見定めた上で、今後の処理

体制が県内でどういうふうに維持できるかにつ

いて、今後も注視していきたいと考えていると

ころでございます。

○横田委員 うまくいっている中にも懸念材料

があるということですので、相当な量ですから、

これが不法投棄とかにつながらないように、しっ

かりと事業を進めていっていただければと思い

ます。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 済みま

せん。先ほど、入札件数を35件と申し上げまし

たが、25件の誤りです。申しわけありません。

○星原委員 林業公社なんですが、借り入れ

が313億円になっているようなんですけれど、一

番多いときは340億円ぐらいでしたよね。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 平成25

年末で借入金残高は最大341億円となっておりま

す。

○星原委員 その時点からすれば、かなり額は

減ってきていると思うのですが、結局これを今

後何十年かで返すということになったときは、

今はどのぐらいを想定しているんですか。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 平成30

年度の第４期経営計画で試算をしたときには、

令和50年度時点で123億円が残ってしまうことに

なります。

○星原委員 50年度でもまだ123億円残るという

ことは、当時80年後には何とかゼロになるよう

な話が出ていた時代があったんですけれど、こ

のペースでいったら、やっぱりそれぐらいの期

間を要すると受け取っていいんですか。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 今の材

価の計算でいきますと、123億円が残ってしまい

ます。ただ、材価が上がってくれば、これはど

んどん減ることになります。

○星原委員 いろんな形で努力されて、計画ど

おりきているのかどうかはわからないんですけ

れど、そういう形では流れていると思うんです。

これは以前から問題になっていたことなので、

この300億円を超える借入金をどういう形で最終

的に処理するかという方法も、一方では考えな

いといけないのではないかなと思っているんで

すけれど、今みたいな経営計画を毎年ずっと繰

り返しながらやるしかないと思っているんです

か。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 今の時

点では、先ほど申し上げました改善計画に沿っ

て地道にやっていくしかないのかなと。抜本的

な解決策は、今のところ見つかっていないとこ

ろです。

○山下委員 ちなみに、この公社ができたとき

の事業計画の材価は、どれくらいの価格なんで

しょうか。

○黒木みやざきの森林づくり推進室長 当時、

材価をどれぐらいで計算したかはちょっとわか

りませんけれども、昭和42年の材価は１万5,000

円以上しています。そして、昭和54年になりま

すと３万5,000円を超えています。ですから、そ

の時代は十分ペイするという考えで始まってい

るものと思います。

○山下委員 とすると、今、星原委員が言われ

たように何かを考えないと。現状の相場を勘案

すると、借入金の返済が完了するのはなかなか

難しいのではないでしょうか。
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○黒木みやざきの森林づくり推進室長 最終的

には、公庫や銀行からの借入金、それから市町

村からも借り入れているんですけれど、これは

全て払って、最終的に残りを県が負担する形に

なっております。

○野﨑委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

○川口環境森林課長 宮崎県環境計画の平成30

年度の取組状況について御説明します。

常任委員会資料の４ページをお開きください。

まず（１）の概要でありますが、この計画は、

平成23年度からの10年計画を平成27年度に改定

し、平成28年度から令和２年度までの後期５カ

年の計画として、そこに記載しております目標

を掲げ、分野別に６つの柱を立てて施策を展開

しております。

次に、（２）それぞれの分野別の平成30年度の

取組状況でありますが、①低炭素社会の構築に

つきましては、枠囲みにありますとおり、アの

二酸化炭素等排出削減では、県が委嘱した地球

温暖化防止活動推進員による地域での普及啓発

活動や研修会等の開催、イの再生可能エネルギ

ー等の利用促進では、県民向け及び事業者向け

研修会等の開催などを行っております。

５ページをごらんください。

ウの二酸化炭素吸収源対策では、造林・下刈

り・除間伐への補助や企業の森づくりの協定締

結などを行っております。

②の循環型社会の形成につきましては、アの

４Ｒと廃棄物の適正処理の推進では、廃棄物監

視員等による立入検査やみやざき食品ロス削減

キャンペーンの実施、イの環境にやさしい製品

の利用促進では、県産材を活用した住宅の普及

や公共建築物等の木造化・木質化の促進、リサ

イクル製品認定制度への補助などを行っており

ます。

６ページをお開きください。

③地球環境、大気・水環境等の保全につきま

しては、アの地球環境、大気環境の保全では、

大気汚染の常時監視や工場・事業場への立入検

査、有害大気汚染物質等のモニタリング、イの

水環境の保全では、公共用水域及び地下水の水

質環境基準等の監視、合併処理浄化槽の整備費

用の一部補助などを行っております。

７ページをごらんください。

ウの化学物質対策では、ダイオキシン類の環

境調査や事業者に対する監視・指導、エの環境

負荷の低減等では、環境影響評価法に基づく審

査、土呂区地区住民の健康観察検診などに取り

組んだところであります。

８ページをお開きください。

④生物多様性の保全につきましては、アの生

物多様性の確保では、重要生息地の指定や野生

動植物保護監視員の設置、イの人と環境を支え

る多様で豊かな森づくりでは、ボランティア団

体が行う森林づくり活動への支援や公益上重要

な森林の公有林化の支援、ウの自然豊かな水辺

の保全と創出では、サンゴ群集保護のための天

敵の駆除、エの自然とのふれあいの場の確保で

は、自然公園等の利用促進を図るため、遊歩道

等の整備などに取り組んだところであります。

９ページをごらんください。

⑤環境保全のために行動する人づくりにつき

ましては、アの環境教育の推進では、県が設置

しました環境情報センターによる環境講座や出

前研修の実施、環境教育用パンフレット「みや

ざき環境読本」の発行、イの環境保全活動の推

進では、クリーンアップ宮崎やみやざきエコフェ
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スティバルなどの取り組みを行ったところであ

ります。

⑥環境と調和した地域・社会づくりにつきま

しては、アの環境にやさしい地域・産業づくり

では、森林組合等が行う地域活動への支援や、

「緑の雇用」事業の研修修了者等を雇用する事

業体への支援などを行っております。

10ページをお開きください。

（３）平成30年度の主な動きについてであり

ます。

上段左の写真ですが、６月にイオンモール宮

崎で環境保全に関する普及啓発イベント、みや

ざきエコフェスティバルを開催したほか、中段

右の写真になりますが、10月と11月に土呂区公

害の教訓を次世代に引き継ぐための環境教育の

取り組みとして、土呂区を学ぶワークショップ

を実施いたしました。さらに下段右の写真です

が、２月に食品ロス削減の取り組みを推進する

ため、食べきり宣言フォーラムを開催いたしま

した。

環境計画の取り組み状況の説明は、以上であ

ります。

続きまして、第七次宮崎県森林・林業長期計

画（改定計画）の平成30年度の取組状況につい

て御説明いたします。

11ページをごらんください。

まず、（１）の概要でありますが、環境計画と

同様に、平成23年度からの10年計画を平成27年

度に改定し、平成28年度から令和２年度までの

後期５カ年の計画として、そこに記載しており

ます目標を掲げ、３つの施策の基本方向に沿っ

て施策を推進しております。

次に、（２）の平成30年度の取組状況でありま

すが、①人と環境を支える多様で豊かな森林づ

くりにつきましては、枠囲みにありますとおり、

アの多面的機能を発揮する健全で多様な森林づ

くりの推進では、森林生態系等の保護、保全、

回復活動の支援、イの適正な森林管理の推進で

は、地域森林計画の樹立・変更や荒廃林地の再

造林、ウの安全・安心な森林づくりの推進では、

治山事業や保安林の整備などに取り組んだとこ

ろであります。

12ページをお開きください。

②循環型の力強い林業・木材産業づくりにつ

きましては、アの環境や社会経済に配慮した効

率的な森林経営の推進では、森林経営計画の作

成促進や苗木の安定供給への支援、イの合理的

な原木供給体制の整備では、林道や作業道の開

設、高性能林業機械の導入支援、ウの競争力の

ある木材産業の構築では、木材加工流通施設等

の整備や林地残材の収集・運搬に係る取り組み

への支援などを行っております。

右側の13ページをごらんください。

エの県産材の需要拡大の推進では、住宅の新

築予定者へのセミナー開催を初め、公共建築物

等の木造化・木質化への支援や国内外のフェア

等への出展、オの特用林産の振興では、シイタ

ケ乾燥機などの整備支援、県内外のプロモーショ

ンや乾シイタケ料理の店の認定、カの未来を拓

く新たな技術開発・普及指導では、林業技術セ

ンター及び木材利用技術センターにおいて、Ｉ

ＣＴ等を活用した森林調査・管理、杉大径材や

ＣＬＴに関する研究などに取り組んだところで

あります。

14ページをお開きください。

③森林・林業・木材産業を担う山村・人づく

りにつきましては、アの山村地域の活性化では、

山村集落の定住環境を整備するための治山施設

の設置や林業研究グループの活動支援、イの林

業・木材産業を支える担い手の確保・育成では、
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森林施業プランナーの育成やみやざき林業青年

アカデミー研修の実施、労働保険掛金の助成、

ウの森林づくり応援団の育成では、若者を対象

とした林業現場等の見学などの森林環境教育、

ボランティア団体への活動支援などによる県民

総参加による森林づくりを推進したところであ

ります。

右側の15ページをごらんください。

（３）平成30年度の主な動きについてであり

ます。

上段右の写真ですが、10月に、森林・林業活

性化促進議員連盟にも御協力いただいておりま

す「水と緑の森林づくり」県民ボランティア集

いを開催したほか、中段左側の写真になります

が、１月には、高千穂町と日之影町を結びます

森林管理道、高千穂・日之影線の乙女橋の起工

式がとり行われました。さらに、下段右の写真

ですが、３月末には、今年度からスタートしま

した森林経営管理制度の担い手となる、ひなた

のチカラ林業経営者の登録証の交付式を開催し

たところであります。

森林・林業長期計画についての説明は、以上

であります。

なお、お手元の資料２及び資料３につきまし

ては、平成30年度の取り組み状況の詳細を取り

まとめたものでございます。後ほどごらんいた

だきたいと思います。

私からの説明は、以上でございます。

○田原自然環境課長 常任委員会資料の16ペー

ジをごらんください。

３の野生鳥獣による農林作物等の平成30年度

被害額について御説明いたします。

本件につきましては、この後の農政水産部の

審議におきましても、同じ資料で説明が行われ

ることになっておりますので、私からは、環境

森林部で所管しております人工林と特用林産物

の被害額等を中心に説明させていただきます。

まず、（１）の平成30年度被害の状況について

であります。

平成30年度の被害額は、合計欄にありますと

おり全体で約３億4,500万円で、前年度より

約5,000万円、率にして13％の減少となっており

ます。

このうち、①の部門別被害の状況にあります

ように、２段目の杉やヒノキなどの人工林は

約4,900万円で、前年度に比べ16％の減少、その

下のシイタケやタケノコの特用林産物は約1,200

万円で、前年度に比べ28％の減少となっており

ます。

次に、②の作物別被害の状況でありますが、

水稲や果樹などの農作物の被害額が大きく、人

工林は４番目の被害額となっております。

続いて、③の鳥獣別被害の状況でありますが、

シカによる被害が最も多く、約１億5,800万円、

続いてイノシシが約１億円となっており、前年

度に比べますと、シカが11％、イノシシが20％、

猿が３％の減少となっております。

続きまして、右の17ページをごらんください。

（２）の被害額増減の要因についてでありま

す。

②にありますように、特用林産物につきまし

ては、防護ネットや電気柵の設置が進んだこと

から、被害額が減少したものであります。

また、人工林につきましても、③にあります

ように、シカによる食害を防止するために設置

した防護柵の効果により、被害額が減少したと

ころであります。

最後に、（３）の今年度の主な取り組みについ

てであります。

特用林産物につきましては、③にありますよ
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うに、引き続き防護ネット等の整備とともに、

守りやすい人工ほだ場の設置を支援することと

しております。

人工林につきましては、④にありますように、

シカが侵入しにくいように、地表にネットをた

るませた強化型の防護柵の普及や定着を図るこ

ととしております。

また、⑤にありますように、シカ等の冬場の

餌を減少させるため、林道等の路肩部分の青草

の適正な草刈り時期についての周知を図ってい

くこととしております。

なお、捕獲対策につきましては、⑥にありま

すように、関係者と連携して捕獲圧を高めると

ともに、⑦にありますように、イノシシ・シカ

等の有害捕獲許可日数の延長などの規制緩和を

継続し、効率的な捕獲を推進してまいります。

さらに⑧にありますように、狩猟免許取得に

対する助成や初心者への技術講習会の実施など

によりまして、狩猟者の確保と育成を図ること

としております。

説明は以上であります。

○野﨑委員長 執行部の説明が終了しました。

その他報告事項についての質疑はありません

か。

○佐藤委員 野生鳥獣による農林作物等の平

成30年度被害額についてですが、部門別被害の

状況は前年度よりも減少しているということで

ありますけれども、この被害額の捉え方がどう

なのかなと思うわけです。要は、木を植えたの

が全部なくなったという被害は、届け出があっ

たからこれが上がってくるのか。この被害額は

どういうふうに調査しているのか。これは28年

度から30年度までですけれど、この被害額をど

ういうふうにしてつかんでおられるのかをまず

お聞きしたいのですが。

○田原自然環境課長 例えば人工林の被害額の

把握につきましては、市町村からの報告になり

ます。その被害額につきましては、それぞれ被

害の状況は異なりますが、森林につきましては、

森林国営保険という保険制度があるんですけれ

ども、その評価額に被害率を掛けていただいた

形で上げていただくことになっております。

○佐藤委員 保険が適用できないかというよう

な相談があり、それが把握できるということで

あろうと思います。

ただ、ちょっとした被害も中にはあるわけで

すよね。保険でどうだろうかと思いながらも届

け出もしない、泣き寝入りといいますか、そう

いうのもある。特に農政水産部の米とかですよ。

実らない時期は余りイノシシは入らないんです

が、小さなイノシシなんかは、土の中のミミズ

とかを掘る、杉の苗とかクヌギの苗でも、木は

傷めずに、下の土のところを掘って根を傷める

とか、そういうのも多々あるわけですが、そう

いうのは多分上がってこないと思うんですよね。

ただ、何らかの被害は起きていると。やはりそ

ういうところの被害はあるわけで、全体的には、

保険対応の分が減ってきているという捉え方だ

ろうと思うのですが、全体的な鳥獣の数はまだ

まだ減っていないと思うんです。まず、山から

追い払っていく作業が今はされていないんです

よ。いわゆる捕まえる、捕獲するということな

んですが、やはりその地域から追い払うことに

よって、その地域に１週間から２週間は来ない、

その山にも来ないというような体制が。昔は野

良犬とかがいたので、余りおりてこなかったの

かなと、なぜ昔はいなくて、今はいるのかと。

山の広葉樹が減ったからという説もありますが、

私はそれだけではないと思うんですね。やはり

野生動物がおりてきやすくなった理由があると
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思うんです。ですから、そういう動物が下にお

りてくるということは、何らかの被害が少なか

らず起きていると思うんですけれども、どのよ

うに捉えていますか。

○田原自然環境課長 まず被害額の把握につき

ましては、委員がおっしゃったように、目立つ

ものは報告があるんでしょうけれど、見えない

ところで少しずつ被害があったものについては、

正確な被害額の把握がなかなか難しいところだ

と思います。

それから、山から追い払う、また集落から追

い払うということに関しましては、農政水産部

のほうで主に集落からの追い払いというところ

で一生懸命取り組んでいただいているところな

んですけれども、やはり集落での被害が目立ち

始めたのは、それだけ野生鳥獣がおりやすくなっ

てきた、そこに居つきやすくなったということ

だと思います。今、農政水産部で力を入れてい

るのが、猿を見かけたら、とにかく花火を上げ

て追い払うとか、柿なんかを食べているところ

でも見て見ぬふりをするのではなくて、追い払

うということを地道にしないと、もうそこに動

物は居ついてしまうということで、一生懸命そ

ういった追い払いというところに力を入れてい

るというふうに聞いております。

森林のほうは、追い払うのはなかなか難しい

ということで、今、防護ネットで侵入させない

ような対策が中心になっておりますし、また、

捕獲のほうでは捕獲従事者の確保・育成に力を

入れて、頭数を減らしていくところに、環境森

林部として力を入れているところでございます。

○佐藤委員 やはり小さな被害が起きると、そ

れを生産している、いわゆる木を植林したり、

特用林産物でも、一生懸命クヌギを切って、駒

を打って、山に置いて、シイタケをとろうと思っ

たら、猿が来ると。ちょっとした被害でも数が

多いと、やっぱり生産者は意欲をなくしていく

と思うんですよ。もうこれ以上被害が大きくな

る前にやめようかと。そういうことが積み重なっ

て、山で仕事をする人たちが減っているのも一

つあると思うので、そういう小さな被害の把握、

保険を使わないようなものでも、やはりそれを

酌んでやることが大事なのかなと思います。そ

して、そういうところは多分市町村も把握でき

ていないと思うんですけれども、市町村がそう

いう細かなところを把握して、困っている人た

ちの被害をしっかり聞いてやることによって、

もうちょっと頑張ってみようかなという気持ち

になると思いますので、意欲の低下が見られる

ことについて何らかの改善をする必要があると

思います。

それから、山はなかなか追い払えないと言い

ますけれども、しかし、全ての山を囲ってしま

うのもなかなか難しい。ですから、何らかの方

法で、植えてすぐのところあたりに入ってしま

わないように。ネットをしていても、それを見

回らなければ、ずっと安全ということはないわ

けです。ネットにシカがかかれば、網がねじれ

て、ほかのシカがそこからどんどん入っていく。

２カ月後に行って侵入場所を発見したけれど、

もうそのときには中にも入ってしまっていたと。

ということは、植えてすぐのところに近づかな

いように追い払う、怖がらせる、そういう何か

手を打たないと。人間がいて、いつも花火を上

げるということはできませんし、そのあたりの

研究をして広めてもらいたい。来たら大変です

よ、怖いですよというおどしを動物に対してし

て、下におりてこない方法をとらないと、食べ

るために一所懸命下って、進入しやすいところ

にどんどん入ってきますので、それが非常に大
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事なのかなと思っております。人口減少でどん

どん山の人たちは減っている、しかし、山の面

積は変わらないわけですから、そのあたりを少

ない人数でやっていく、そこに対しての、もう

少し力添えといいますか、応援をしていただき

たいと思うのですが、どうでしょうか。

○田原自然環境課長 一部誤解を招くような説

明をしたかもしれませんが、まず、保険の関係

なんですけれども、鳥獣害に対する保険という

のは今のところありません。先ほど説明したの

は、被害額を算出するときに、森林の保険があっ

て、その評価額を被害額のところで使わせてい

ただいたということです。鳥獣被害によって保

険がきくというのは、今のところ、たしかない

と考えているところです。済みません、私の説

明が悪かったと思います。

それから、今言われたように、私たちも今ずっ

と、防護ネット、防護柵をやっているんですけ

れども、そのメンテナンス、管理が大変重要に

なってくるのかなと思います。

やっぱり、山の中で、なかなか人が行かない

ところにネットを張って、それに鹿がかかって

暴れて破れて、そこから、また鹿が入っていく

といった事例もあると聞いております。そういっ

たところから、やはりネットや柵を張った後も

定期的に見回るようなことも重要かなとは考え

ているところです。

きょうの朝日新聞に、そういったネットなん

かにＩｏＴ技術といいますか、センサーをつけ

て、鹿がかかってネットが揺れたり倒れたりす

ると連絡が入るような、そういった実証試験も

美郷町で始まっているという記事がありました。

そういったところで、人手をかけなくても、

そういった管理ができるような技術の開発も進

んできておりますので、また、そういったとこ

ろの情報を集めていきたいと考えております。

○佐藤委員 保険の件ですが、鳥獣害で保険対

応ができるようになる可能性はありませんか。

○田原自然環境課長 私も勉強不足かもしれま

せんけれども、農業のほうで、もしかしたら、

そういった話が進んでいるかもしれません。そ

こ辺のところは、また勉強させていただきたい

と思いますが、今のところ森林のほうでは、そ

ういった情報を持ち合わせておりません。

○佐藤委員 やはり、そのあたりが、時代の流

れはそうなっていますので。獣害がふえた、で

も、それを補塡するものがないというのは、

ちょっと後手に回っているのかなと思います。

農作物のほうが先にいっているとしても、林業

も、植えても育たないとよく聞くんですよ。そ

れが、もしものときには、ちゃんと補塡される

のであれば、再造林率も上がると思います。再

造林率が下がってきているのは、やはり植えて

も山にならないということであろうと思います。

それから、網をしっかり張って山を守る。し

かし、それを常に見回らないといけない。材価

は下がる。しかし、山のために人を雇って見回

りをすると、維持経費は上がる。そういうこと

がどんどんふえて、どう考えても割に合わない

話ですよね。だから、そういうことのないよう

にしないといけないわけですが、メンテナンス

については、持ち主がしないといけないという

ことですよね。それに対する何らかの補助とか

は全くないわけですよね。

ですから、植えて下刈りするだけでよかった

ものが、ネットを張らないといけない、さらに

は、見回りをしないといけない。材価は昔に比

べたら下がったと。先ほどありましたけれども、

昭和42年の林業公社設立時は１万5,000円台だっ

た。私も覚えていますが、平成の初めのころは
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２万円とかしていました。さらに、昭和50年代

の固定相場のときは３万円、４万円、中には５

万円とあったわけですよね。

今でも山を持っている人たちは、昔のような

材価に戻らないとやれないと言うけれど、１立

米100ドルという国際的な相場になっている木材

ですから、まず戻らないですよね。それなのに、

することはふえた。そうしないと、山にならな

い。そういうことに対して、やはり宮崎県は28

年連続スギ素材生産量日本一でありますので、

先に何らかの手を打って、宮崎県で木を育てら

れる、宮崎県でよかったなというものがないと、

ずっと日本一ですが、犠牲になっているのは、

山をつくってきた人たちではないかと思うので

すけれど、いかがでしょうか。

○田原自然環境課長 確かに、鳥獣被害対策は、

なかなか厳しいといいますか、高齢化が進む、

それから、中山間地域には人がいなくなる、そ

ういった中で、大変厳しい状況がこれからも続

くと思います。

ただ、後ほど農政水産部からも説明があるか

もしれませんけれども、県を挙げて鳥獣被害対

策特命チームを立ち上げていまして、先ほど言っ

た地域ぐるみでの集落対策や、環境森林部では

捕獲対策を持っております。それから、山の森

林景観のほうで、森林被害といった環境対策を

持っております。また、新たに、ジビエをうま

く活用していくというような部会も立ち上がり

ました。

例えば、捕獲だけでもだめですし、集落で守

るだけでも悪さをする動物は減りませんので、

そういったところで、総合的に取り組んで被害

を抑えていくということで、いろんなところと

連携を図りながら、今後も進めていきたいと思

います。

○佐藤委員 よろしくお願いします。田舎の人

たちは自分も守らないといけない、家族も守ら

ないといけない、そして、先祖から守り続けて

きた田んぼや山も守らないといけない。特に、

山を売る、田を売るというのは嫌がりますので、

それを何とか守ることに一生懸命なわけです。

それに対する、応援がまだ足りないと思うんで

す。山で代々やってきたけれどもやめたと、だ

から集落もなくなる、人も減る。これは、自分

の家の出入り口だけを守っておけばいいのとは

大きく違っていると思うんですよ。

ですから、そういう人たちに対する優遇が足

りない。足りないから、もう、そういうことは

やってられないと。どんどん被害もふえてくる。

子供たちに帰ってやれということは、大変なこ

とを引き継ぐということになる。それが、そん

なことはないと、こういうこともしっかりやっ

ていけばできるというような希望がなかなか見

えないのかなと思っております。

せっかく森林環境譲与税で大きなお金が来る

わけですから、そういうことも含めて、いろい

ろな使い方ができるということでありますし、

県にも各市町村にも相当な額が入ってくる。西

臼杵でも、何千万円も入ってくるわけなんです

けれども、そういうところに使えないものかと

思いますが、どうでしょうか。

○田原自然環境課長 中山間地域の活性化対策

につきましては、いろんな課題等があって、そ

の中で、一つは、やっぱり鳥獣被害の深刻さと

いうのが大きな課題になっていると認識してお

ります。

そういったところで、少しでも鳥獣被害を減

らすことで、中山間地域に残っていただく、そ

こで農業や林業を続けていただく意欲が持てる

ように貢献できればと考えております。
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それ以外にも、いろいろ課題があると思いま

すけれども、私どもとすれば、鳥獣被害対策を

通じて、そういったところに少しでも貢献でき

ればと考えているところです。

○佐藤委員 やはり、もう特殊な能力がないと

田舎では生活できない、相当な忍耐力と体力が

必要ですよ。気力が充実していないと、そこで

は生きていけないということは、やっぱり無理

がありますし、そうなると、どんどん減ってい

きますよね。ですから、やはりそういうところ

で頑張っている、そこで暮らしている人たちへ

の目の向け方を、もっと充実していってほしい

なと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。

○廣津環境森林部次長（技術担当） まさしく、

私たちの仕事そのもののところで叱咤の言葉を

いただいたわけですけれど、山村に人が住んで

いただいて、そこで生活していただくことによっ

て、県土の保全、きれいな空気や水の供給もで

きますし、その恩恵は下流までずっと及んでい

ます。そういった状況を考えますと、やっぱり

何とか頑張っていただけるようにしていくのが

私たちの仕事だと思います。

その中で、環境森林部としては、林業の部門

でどうやってやっていくかということで、今、

森林造成の部分から、それが使われる部分、い

わゆる需要拡大といったところまで含めて取り

組んでいるところです。

その中で、やっぱりこの鳥獣被害というのが、

林業に限らず、農作物の被害も甚大な額で、こ

れを何とかしていかないといけない、まず目下

のところはそこかなというところもございます

ので、先ほどもありましたけれど、副知事をトッ

プにしてプロジェクトチームつくって、４つの

柱を立ててやっているところです。

やっぱり、私たちが一番担っているところは

捕獲の部分、今、鹿の被害が物すごく大きいわ

けですけれど、まず、私たちのできるところと

しては、数を減らさないことにはどうにもなら

ないということで、令和５年度までに半数の６

万頭にしようという目標を立ててやっています。

鹿が一番多かった平成24年には14万5,000頭ぐ

らいおりました。それが、平成30年には10万頭

ぐらいまで減ってきています。毎年２万頭を超

える捕獲をして減らしてきています。

最終的にはもっと減らしていかないといけな

いということで、今のところ、ある程度計画ど

おりにきていると思うのですけれど、この部分

をしっかりやっていきたい。そのためには、捕

獲の担い手となる狩猟者の皆さんの確保、それ

から技術力の向上といったところでも、しっか

り手を打っていきたいと考えています。

いずれにしましても、一つの対策だけでこの

状況が解決できるということではないと思いま

すので、先ほど言いました、特命チームの４つ

の柱、これは農政水産部も環境森林部も関係し

ますので、一緒に連携しながら、しっかり山村

に住まわれている方が暮らしていけるように、

生活できるように、そういったことも連携しな

がら取り組んでいきたいと思います。

○佐藤委員 そういうところが大事だし、そう

いう気持ちを持っていただいているのは、非常

にありがたいと思います。

やはり、目の前のことをしっかりやっていか

ないといけないし、一つ一つやっていく必要が

あるわけです。しかし、横も後ろも全てを見て

いかないといけないわけですので、農政水産部

とも、ほかの方とも総合的に連携をとりながら

やっていただきたいと思います。

次は、14ページですが、③の森林・林業・木
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材産業を担う山村・人づくりのところで、山村

集落定住環境緊急整備事業（３町村４カ所）と

あります。これについて、もう少し詳しく教え

ていただきたいんですけれど。

○田原自然環境課長 これにつきましては、治

山事業の中で、山村に住んでいただくところの、

例えば取水地、そこの水をとってきて生活に使っ

たりとか、そういったところの施設に支援をす

るものです。治山事業の一つのメニューになっ

ております。

○佐藤委員 これは、主に治山ですか。

○田原自然環境課長 はい。

○佐藤委員 定住環境緊急整備事業という名称

ですが、治山以外にはあるんですか。

○廣津環境森林部次長（技術担当） ちょっと

中身を説明させていただきますと、県単の治山

事業で、山村の中で定住していただくためには

いろんな課題があるだろうということで、一つ

は水の確保というのがありまして、治山ダムを

利用して、簡易水道のような整備ができるもの

と、あとは、山村地区の防災拠点となるような

集会施設の防災力の向上とか、あとは最近、大

雨が降るたびに土砂が道に押し出してくるとい

うような状況がありますけれど、そういったと

ころに簡易な治山施設を入れるとか、そういっ

た事業となっております。

○佐藤委員 ３町村４カ所というのはどこにな

るんですか。

○田原自然環境課長 町村で言いますと、日之

影町が２カ所、それから美鄕町、椎葉村の３町

村の４カ所になっております。

○佐藤委員 この３町村４カ所のみがその事業

に該当するということでしょうか。

○田原自然環境課長 この３町村４カ所で実施

したということでございます。

○佐藤委員 わかりました。

○太田委員 プラスチックごみの海洋汚染とか

の関係で、その辺の表現もそろそろ何か出てく

るべき時期になっているのかなと思うんです。

強いて上げれば、資料の５ページに環境にやさ

しい製品の利用促進、木材、木製品の利用とか、

環境にやさしい製品の利用とありますけれど、

この辺でもいいのかなと思いますが、そういっ

たプラスチックごみに対する何らかの表現等も

そろそろかなというような感じもするんですが、

その辺はどうでしょうか。

○蕪循環社会推進課長 プラスチック自体を減

らしていこうという取り組みにつきましては、

ごみ全体を減らす取り組みの中で、昔からマイ

バックとか、レジ袋を受けとらない運動とか、

そういった形で取り組んできたところです。そ

ういったものにつきましても、この循環型社会

の形成の中の重要な柱として、以前からも取り

組んでいたのですが、今般、海洋のマイクロプ

ラスチックの問題などは、世界的な問題となっ

ております。そういったことを踏まえて、また

新しい戦略が国からも出されましたので、県の

施策も拡充を図っていかないといけないと考え

ているところであります。

○太田委員 次に、食べきり宣言というのがあ

りますが、食べ物というのはちゃんと食べない

といけないと子供に教えていました。映像でも

出てきますが、コンビニで賞味期限切れのもの

が大量に捨てられるとか、それから、私ども経

験するんですけれど、お店に行ったときに、全

部は食べれないことがあります。

ただ、つくる人はうちの店に来てくれという

ことで、もう食べ切れないくらいいっぱい出す。

ただ、食べる側はそんなに食べれないという、

その辺の誤差もあると思うんです。
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講演もされているようですが、私は、余りこ

の辺の話は聞いたことがなかったものですから。

食べきり宣言というのは、コンビニは賞味期限

である程度対応できると思いますが、その辺は

どのように食べ切りをさせるのか。食べないの

に、食べろとか、最初からつくらなくていいの

ではないかというような気もするんですけれど、

その辺はどうでしょうか。

○蕪循環社会推進課長 そういった取り組みに

つきましては、今般、法律ができましたけれど、

それよりずっと前から、本県ではプロジェクト

として取り組んでおりまして、それこそ、先ほ

ど申しました４Ｒ推進協議会の大きな事業の一

つとして、最近ではマイバックから食べ切りの

ほうにシフトしまして、そういった取り組みを

しております。

飲食店等につきましても、協力店ということ

で登録をしていただいて、3010運動とかござい

ますけれど、そういった活動の呼びかけをして

いただいたり、県が行っているいろんな広報活

動やキャンペーンをするときに御協力していた

だいておりまして、そういった飲食店を含めた

事業者に対してもそういう呼びかけの協力を今

進めているところであります。

この問題は、法律もできましたし、事業者、

消費者だけではなくて、いろんなところが協力

しないとできない話でございますので、そういっ

たところとしっかり連携をとりながら推進して

いきたいと考えています。

○太田委員 わかりました。

○星原委員 先ほどの鳥獣の件なんですが、鹿

については生息数が出たんですけれど、イノシ

シや猿がどの地域にどれぐらい生息しているか

は多分把握されていると思うんですが、全滅と

いうことにはならないと思うので、それをどれ

ぐらいの期間で、どのぐらいまで減らしていく

のか。減らそうとすれば、そういう目標を立て

て、やっぱりやっていくべきだと思うんですよ。

だから、各振興局単位でもいいので、どれぐ

らいずつ生息していて、５年かけてこれぐらい

までという目標を掲げていかないと、なかなか

減らすこともできないと思うので、年次ごとに

どれぐらいずつ減らしていくという目標を県と

市町村との連携の中でしっかり決めて取り組む。

資料の17ページに書いてある今後の取り組み

といったものを強化していかないといけないの

と、それから、ジビエの話が出ましたが、我々

もこの間延岡のジビエをやられている方のとこ

ろに行って話を聞きました。ジビエにするため

には、わなとかそういったものでないとなかな

か厳しいという話もありましたから、そうなっ

てくると、そういう技術を若い人たちに引き継

いでいかないと難しいのかなと思うので、そう

いう目標を立てて、目標を達成するために、やっ

ぱりいろんな取り組みを明確に打ち出していく

べきではないのかなと思っております。その辺

ところは、どこら辺まで皆さんが県と市町村と

の連携の中で把握されているのか、それをちょっ

と説明していただくといいんですけれど。

○田原自然環境課長 まず、生息頭数につきま

しては、はっきり言いまして、動物は動くもの

ですから、各市町村で何頭というのは難しい状

況です。その中で、先ほどちょっとお話があり

ましたけれど、鹿に関しては、平成25年時点で

宮崎県内に12万5,000頭いるだろうということ

で、国もそうなんですけれども、それを10年間

で半減させようという大きな目標があります。

そういったところで、宮崎県については、10年

間かけて６万3,000頭に落としていこうという一

つの目標があります。そういった目標に合わせ
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まして、振興局単位でも何頭捕獲していこうと

いうような計画もあります。

それと、県内の適正な生息頭数を一応決めて

いまして、自然公園や鳥獣保護区といった動物

を保護するところに関しては、鹿について、１

平方キロメートル当たり５頭、それから、それ

以外の制限を受けないところにつきましては、

１平方キロメートル当たり２頭が適正な頭数と

いうことで、県全体では１万3,600頭が適正な頭

数といったものもあります。

とりあえずは、今、10年間で半減させようと

いうところに向けて、鹿については毎年２万頭

から３万頭捕獲している状況でございます。

○星原委員 そういう計画があるのなら、しっ

かり進めてほしいんですけれど。実際、私の家

の隣まで猿が来たり、イノシシが出てきたりし

ていて、かなりの頭数がいるのではないかなと

思うんです。まだ事故がないのでいいのですが、

お年寄りとか子供とかに何らかの被害、食べ物

を持っていたりすると、危害を加えられるおそ

れもあると、そういうのを実感するんですよね。

ですから、そういう対応をしっかりしていか

ないと問題が起きるような気がしますので、半

減とかそういう大ざっぱなことではなくて、振

興局単位なら、そういう範囲の中で、どういう

ふうにしていったらいいのか。効果を上げるた

めに、さっき言った17ページに書いているよう

なことにもしっかり力を入れて、そして、そう

いうことを実現しながら、減らしていけるよう

な体制をとってもらわないといけないのかなと

思います。

生産したものが全部ものにならない、稲なん

かでもイノシシが寝っ転がって収穫前に結構荒

らしているんですが、においがつくと食べられ

ないという話まで出ます。皆さんは山のほうな

んですけれど、そういうこと等もあるので、農

政水産部と環境森林部が力を合わせて、その辺

のところの対応の仕方、駆除のやり方とか、そ

ういったものまでしっかりやってもらわないと

いけないのかなと実感していますので、対応方

よろしくお願いします。

○佐野環境森林部長 いろいろ御意見をいただ

きましたけれど、有害鳥獣対策として、やはり

守るという対策と、それから、攻めるといいま

すか、捕獲圧を高めていく方法、そして、被害

に対する何らかの支援、そういったものを総合

的に実施していく必要があると思います。先ほ

どのジビエのような話であれば、捕獲圧を高め

る策の一つであろうかと思います。

おっしゃるように、こういった施策が各部局

にまたがっていることもありますし、市町村と

の連携が必要になる部分もございますので、そ

ういった連携不足等により被害がなくならない

とか、ふえてしまうということがないように、

そこは状況もしっかり分析しながら、また、そ

の情報を共有しながら、対策が打てるようにやっ

てまいりたいと考えております。

○野﨑委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、以上をもって環境森

林部を終了いたします。

執行部の皆様方、お疲れさまでございました。

午後は13時10分再開、暫時休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時８分再開

○野﨑委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議案等についての

説明を求めます。なお、委員の質疑は執行部の

説明が全て終了した後にお願いいたします。
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○坊薗農政水産部長 農政水産部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。まず、お礼

を申し上げたいと思います。７月18日に開催さ

れました九州地区漁港漁場大会には、大変お忙

しい中、野﨑委員長、横田委員、山下委員、佐

藤委員、そして、太田委員に御出席をいただき

ました。まことにありがとうございました。こ

の場をかりてお礼を申し上げます。

それから、台風８号と10号について、県内で

も被害が出ましたので、被害に遭われた方々へ

のお見舞い、そして、これからしっかり対応を

していきたいと考えております。

それでは、座って説明をさせていただきます。

お手元の環境農林水産常任委員会資料、１枚

めくっていただきまして目次でございます。本

日は、Ⅰの予算議案、Ⅱの議会提出報告、Ⅲの

その他報告について御説明させていただきます。

Ⅱの１の損害賠償額を定めたことにつきまし

ては、県有車両による交通事故の御報告でござ

います。

それから、２の県が出資している法人等の経

営状況につきましては、地方自治法及び宮崎県

の出資法人等への関与事項を定める条例の規定

に基づきまして、農政水産部所管の６つの法人

について御報告をいたします。

右のページのその他報告では、第七次宮崎県

農業・農村振興長期計画（後期計画）の平成30

年度の主な取組をはじめ、６項目について御報

告をさせていただきます。

なお、野生鳥獣による農林作物等の平成30年

度被害額につきましては、環境森林部の説明資

料と重複いたしますので、農政水産部の関係部

分について説明をさせていただきます。

１枚めくっていただきまして、１ページでご

ざいます。

まず、Ⅰの予算議案、令和元年度宮崎県一般

会計補正予算（第２号）についてでございます。

今回の補正につきましては、歳出予算課別集

計表の補正額の列、一般会計の合計の欄、下か

ら４段目でございますけれど、１億153万円の増

額をお願いをしておりまして、この結果、特別

会計と合わせました農政水産部全体の補正後の

額は、補正後の額の列の一番下にありますとお

り、421億335万5,000円となります。

次に、２ページをごらんください。

繰越明許費についてでございます。

内容は、公共土地改良事業、公共農道整備事

業、公共農地防災事業の３事業で、10億3,148

万2,000円の繰り越しでございます。これは、関

係機関との調整や工法の検討に日時を要したこ

とによるものでございます。

次に、その下の債務負担行為についてでござ

います。

これは、漁海況変動等対策資金利子補給の追

加をお願いするものでございます。

詳細につきましては、関係課長から説明をさ

せていただきますのでよろしくお願いいたしま

す。

私からは以上でございます。

○鈴木農政企画課長 令和元年度９月補正予算

について御説明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の51ページをごら

んください。

農政企画課の９月補正額は、一般会計のみ

で8,900万円の増額補正をお願いしております。

この結果、９月補正後の予算額は、右から３番

目の欄に記載しておりますとおり、16億5,751万

円となります。

内容につきましては、１枚おめくりいただき

まして53ページをお開きください。
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（事項）鳥獣被害防止対策事業費の１、鳥獣

にまけない魅力ある地域づくり事業におきまし

て8,900万円の増額で、国庫補助決定によるもの

でございます。これは、野生鳥獣による農作物

等への被害軽減を図るため、市町村等が実施す

る事業でございまして、今回、国からの追加要

望調査に対し、宮崎市ほか９市町等から要望が

ございました鳥獣侵入防止柵やジビエ用冷凍庫

の設置に対し、補助を行うものでございます。

農政企画課は以上でございます。

○愛甲農業連携推進課長 歳出予算説明資料

の55ページをお開きください。

当課の９月補正額は、一般会計のみで759万円

の増額をお願いしております。この結果、９月

補正後の予算額は、右から３列目であります

が、18億2,383万8,000円となります。

内容につきましては、57ページをお開きくだ

さい。

（事項）農産物流通体制確立対策費の説明欄

の１にあります、みやざき輸出対応力強化推進

事業について759万円を増額するものでありま

す。これは、農畜水産物の海外市場ニーズや輸

出先国の規制等に対応した産地づくりを支援す

るもので、今回の増額は、県内の事業者が国の

グローバル産地づくり推進事業に追加採択され、

国庫補助決定されたことに伴うものでございま

す。

説明は以上です。

○谷之木畜産振興課長 歳出予算説明資料の59

ページをお開きください。

当課の９月補正予算額は、一般会計で300万円

の増額補正をお願いしております。その結果、

補正後の予算額は、右から３列目ですが、54億638

万8,000円となります。

それでは、内容について御説明いたします。

61ページをお開きください。

「日本一宮崎牛」による販売促進総合対策事

業でございます。本事業は、国内外における宮

崎牛及び県産牛肉のさらなる認知度向上と消費

拡大を目的として実施しておりますが、今回、

国内対策の一環として、大都市圏における県産

食肉の取引拡大や販路開拓に向けた取り組みを

支援するものでございます。

具体的には、多様な食文化を発信する関西地

域をメインターゲットとして、食肉の流通に精

通したコーディネーターによる支援を展開し、

有名百貨店や小売店、飲食店等との取引拡大や

新たな販路開拓に取り組むものであります。

これらの取り組みによりまして、大都市圏に

おける県産食肉の定着、定番化が図られ、ひい

ては、県産食肉の知名度向上とブランド力の強

化につながるものと考えております。

説明は以上でございます。

○三浦家畜防疫対策課長 同じく歳出予算説明

資料の63ページをお開きください。

家畜防疫対策課の９月補正額は一般会計のみ

で194万円の増額補正をお願いしております。そ

の結果、補正後の予算額は、右から３列目です

けれども、４億2,096万6,000円となります。

それでは、内容について御説明いたします。

65ページをお開きください。

説明の欄、家畜伝染病予防事業でございます。

この事業は、家畜伝染病の発生及び蔓延防止を

図るため、家畜保健衛生所が各種疾病検査を行

うものでありますが、今回の補正に係る内容は

検査薬の購入費用となっております。

具体的には、ことし３月にＢＳＥ特措法の施

行規則が改正され、死亡牛の検査対象月齢が引

き上げられたことから、検査薬の需要が減少し

価格が上昇したこと、また、今年度、口蹄疫に
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関する特定家畜伝染病防疫指針が改正されるこ

とに伴いまして、農場で使用できる口蹄疫の新

たな検査キットの購入が必要となることによる

ものでございます。

説明は以上でございます。

○福井水産政策課長 常任委員会資料の３ペー

ジをお開きください。

漁海況変動等対策資金利子補給事業について

御説明いたします。

今回の補正は、漁海況の変動等による不漁に

より、経営の悪化が懸念される漁業者を支援す

るために、新しい対策資金の創設をお願いする

ものでございます。

４ページの上段に、現状といたしまして、カ

ツオ一本釣漁業の水揚金額の状況を記載してお

りますが、今期のカツオ一本釣漁業はまれにみ

る不漁となっており、８月末時点での生産額は

対前年比で74％、対平年比で67％と平成以降で

最低水準となっており、大変厳しい状況にござ

います。

課題といたしまして、カツオ一本釣漁業やマ

グロはえ縄漁業は数週間単位での出漁となるた

め、不漁が長引くほど運転資金の工面に支障が

生じることになります。このため、漁海況の変

動等により不漁となった場合に、関係機関が一

体となった支援が求められております。

このような課題に対処するため、対策といた

しまして、スキーム図を掲げておりますが、カ

ツオを初め、漁海況の変動等による不漁により、

経営に影響を受けている漁業者に対し、県、市

町、宮崎県信用漁業協同組合連合会が一体となっ

て支援する漁海況変動等対策資金を創設するも

のでございます。

具体的には、漁業者が県信連から運転資金を

借り入れる際の融資利率を県信連が1.0％低減

し、県と市町においても各0.75％の利子補給を

行うもので、これにより末端金利を従来の３％

から0.5％に軽減することとしております。

本事業の効果といたしましては、今回の対策

により、関係機関が一体となって支援を行うこ

とで、漁業経営はもとより地域経済の振興にも

寄与するものと考えております。

３ページをごらんください。

２の事業概要でございますが、（１）の予算額

は600万円で全額債務負担でございます。（２）

の事業期間は令和元年度から、（３）の融資枠は

８億円、（４）の償還期限は１年以内でございま

す。

水産政策課からの説明は以上でございます。

○野﨑委員長 執行部の説明が終了しました。

議案について質疑はありませんか。

○横田委員 畜産振興課にお尋ねします。今回

の補正は、関西地方の大都市圏における取引拡

大、販路拡大ということですけれど、松阪とか、

神戸とか、近江とか、すごく大きなブランド牛

がありますが、その中で、今までどういう取り

組みをしてきたのか、また、今回の取り組みが

今までとどう違うのかを教えていただきたいん

ですけれど。

○谷之木畜産振興課長 委員御指摘のとおり、

関西圏は古くから牛肉の食というのが根づいて

おりまして、今ありましたように、松阪牛、近

江牛、神戸牛、そういったものが銘柄牛として

あります。

その中で、本県としましては、これまではど

ちらかというと関東を中心にブランドの強化を

図ってきたところですけれども、今後、例え

ば2025年の大阪万博とか、そういった世界的な

イベントも開催されますし、また、大阪や京都

は、訪日観光客のゴールデンルートにも含まれ
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ておりまして、そういったところで、宮崎牛を

ＰＲすることによって国内外への発信にもつな

がりますし、また、特に百貨店とか、そういっ

たところでしっかり宮崎牛を販売してもらえる

ように、そういったことを定番化するというこ

とを目的に、この事業に取り組みたいと思って

おります。

○横田委員 関西圏で認められればすごく大き

な力になると思いますので、ぜひしっかりと効

果が出るように頑張っていただきたいと思いま

す。

○山下委員 漁海況変動の利子補給のことです

けれども、今、マイナス金利の世の中で、この

信漁連の通常金利の３％がそもそも高いわけで

あって、１％下げて２％、それに県と市町の利

子補給が0.75％ずつで末端金利が0.5％というの

は、こういう収入がない人に対して金を貸すの

に今どき金利を取ってたら、やっていけるわけ

ないです。むしろ、これは１年間ぐらい無利子

で貸すぐらいの対策をとらないとおかしいん

じゃないですか。

今、民間の金融機関は０％台です。それなの

に、これはちょっと。信漁連がちょっと横暴だ

し、少なくともここを1.5％にして県と市町で半

分ずつ出してというような形でしてやる。漁業

者は無理して借りるわけだから、もっとそこあ

たりの交渉を私はするべきだと思います。信漁

連も漁業者を助けないといけないわけですから、

やっぱり自分のところがもっと身を切らないと、

１％は切っているけれど、全然自分のところの

身は切っていない。ぜひそういう交渉はやって

ほしいです。

○福井水産政策課長 本事業の創設に当たって、

信漁連とも十分に意見交換をしてきたところで

ございますけれども、漁業に対する貸し付けに

ついては、運転資金等を含めて、なかなか民間

の金融機関での融資が、漁業自体がいろいろ不

安定な要素が多いということで非常に厳しい状

況にあります。

今回、信漁連のほうでも３％から１％引き下

げて２％にして、県と市町のほうでさらにそれ

を上乗せする形で0.5％にしているところですけ

れども、引き続き、信漁連に対してもさらなる

利率の引き下げ等が可能かどうか協議はしてい

きたいと思っております。

○山下委員 まさに緊急で、県もこういう対策

を打つわけですから、やっぱり一番漁業者のこ

とを理解していただかないといけない信漁連で

すから、ぜひそこあたりは交渉していただくよ

うにお願いしておきます。

○太田委員 関連して、漁海況変動等というこ

とですが、不漁の原因は分析されているんです

か。

○福井水産政策課長 不漁の明確な原因は明ら

かになっていないんですけれども、近年、日本

周辺のカツオ漁業がやや低調な状況にございま

して、１つの理由として、カツオ資源自体が太

平洋の赤道付近で物すごくたくさんとれている

んですけれども、そこでの漁獲が非常に大きく

なって、日本周辺まで北上してくるカツオが少

なくなっているのではないかというようなこと

が言われております。

さらに、ここ数年、黒潮が大きく蛇行してお

りまして、日本周辺の漁場の形成が例年と変わっ

てきていると。明確な減少要因ということでは

ないですけれども、考えられる要素としてはそ

の２つが挙げられるかと思います。

○太田委員 先ほど横田委員が畜産振興課に質

問した件ですが、「日本一宮崎牛」による販売促

進総合対策事業ですけれど、300万円の内訳は人
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件費ですか。

○谷之木畜産振興課長 コーディネーターを配

置するための費用と、それから、新規の取扱店

舗を開拓するためのプロモーション活動等の経

費、そういったものに補助をするものでござい

ます。

○井上委員 鳥獣にまけない魅力ある地域づく

り事業で、説明によると９市町村で侵入防止柵

とかジビエの冷凍庫への補助という話だったん

ですけれど、8,900万円の使い方についてもう少

し具体的に話を聞かせてもらえますか。

○小倉中山間農業振興室長 事業の内容につき

ましては、ワイヤーメッシュ等の網の侵入防止

柵が、長さにしまして合計で約66キロメートル、

それと、ジビエ処理施設のほうで急速冷凍庫を

１台入れるということで、その事業に対しまし

て補助を出しているという形です。

○井上委員 ９市町村と言ったけれど、66キロ

の侵入防止柵とかは、９市町村に少しずつみた

いな感じなんですか。それぐらいで足りるよう

なものなんですか。

○小倉中山間農業振興室長 これは、当初予算

で二百数十キロ分の予算措置をいただいており

ますけれども、さらに、今年度追加で要望があっ

た分が９市町村で66キロということでございま

す。

○佐藤委員 井上委員に関連して、鳥獣にまけ

ない魅力ある地域づくり事業で、金網等を９市

町村で設置しているということですが、これは

品物は同じものになるんですか。それとも、そ

れぞれの地域で違うのかどうかをお聞きします。

○小倉中山間農業振興室長 各市町村で入札を

行いまして、業者を選定して実施しております

ので、必ずしも同じものとは限らないというこ

とで、一応、メートル当たり最高幾らというよ

うな事業費の限度額は定めておりますけれども、

品物でこれという限定等はしておりません。

○佐藤委員 ということは、地域によっては物

に違いがある、値段に違いがある、品質に違い

があるということですか。

○小倉中山間農業振興室長 これにつきまして

は、市町村で完成検査をしていただいて、でき

上がりをチェックしていただいておりますので、

特別品質が悪いということはないと考えており

ます。

○佐藤委員 種類とかそういうことよりも、私

がよく相談を受けるのは、金網を張っているが、

その下をくぐって入ってきて金網の意味がない。

金網が鳥獣に負けているわけです。そういうよ

うなことが起きているという状況は認識されて

いますか。

○小倉中山間農業振興室長 委員のおっしゃる

とおり、こういう柵の設置の仕方につきまして

は、獣種によりまして、イノシシと鹿でも高さ

が違ったりとか、いろいろございます。これら

については、当初は認識不足等もいろいろござ

いまして、現場のほうでそういうこともござい

ましたけれども、現在、県では鳥獣被害の支援

センターで各市町村の集落の代表者や市町村の

職員等の技術指導を毎年行っておりまして、実

際、柵を張ったりする実技指導等も行っている

ところでございます。

○佐藤委員 鹿は下をくぐることはなかなかし

ませんが、アナグマやイノシシは下をくぐって

きます。私たちも集落で設置をしますが、その

手前にスカートみたいな網をするんです。それ

でもくぐっていく。それは設置の仕方もあるの

でしょうが、商品自体の開発がしっかりされて

いるのかどうか。安ければいい、距離が延びれ

ばいいというようなことで設置をしても。かな
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りの高さがあるので上を越えることはないです。

しかし、下は簡単にくぐられていく。

技術革新というか、その辺をしっかりやって

もらわないとあまり意味がないので。久しぶり

に行ったら大きな穴が開いていたというような

ことがあります。１回入ったらなかなか出てこ

ない。

○小倉中山間農業振興室長 委員のおっしゃる

とおり、柵を設置すれば大丈夫というものでは

ございませんし、もちろん柵の設置の仕方には、

いろんなノウハウがございます。さらに維持管

理、いろんなことで、合わせて集落ぐるみなり、

皆さんで守っていく取り組みが大事になります

ので、市町村とも協力して、しっかりそのあた

りは対応させていただきたいと思っております。

○佐藤委員 先ほど環境森林部でも言ったんで

すが、金網を設置したから安心ではなく、見回

りが必要なわけです。見回りも費用がかかると

いうことを認識していただいて、この事業でそ

こまで踏み込んでやる必要があると。大きな目

で見たときに、金網を設置して終わりではなく、

その金網がどうなっているのかという見回りま

で必要だと思いますのでよろしくお願いします。

○野﨑委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

○鈴木農政企画課長 続きまして、議会提出報

告事案について御説明いたします。

常任委員会資料の５ページをお開きください。

１の損害賠償額を定めたことについて、専決

処分を行いましたので御報告させていただきま

す。

今回、農政企画課より報告する事案３件は、

県有車両、いわゆる公用車による交通事故でご

ざいまして、一連の交通事故によるものでござ

います。

事案は、平成31年１月11日、都城市神之山

町2410番地先路上におきまして、公用車が、赤

信号のため前方に停車しておりました相手方の

運転する車の後部に追突し、その衝撃により、

相手方の前方に停車しておりました別の相手方

の運転する車の後部に衝突させた交通事故でご

ざいます。

原因は、県側の運転者が十分な前方の状況確

認を怠ったことによるものでございます。

１件目は、相手方を負傷させたもので、損害

賠償額は26万2,675円。

２件目は、相手方が運転する車両に損傷を与

えたもので、車両の所有者に対する損害賠償額83

万9,500円。

３件目は、別の相手方の所有する車両に損傷

を与えたもので、損害賠償額61万4,800円でござ

います。

損害賠償額は、３件とも全て県が加入する任

意保険で全額支払われております。

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識高揚に努めておりますが、今後とも一

層の徹底が図られるよう、再発防止に向けまし

て厳しく指導してまいりたいと考えております。

私からは以上でございます。

○谷之木畜産振興課長 同じく、委員会資料６

ページをごらんください。

損害賠償額を定めたことにつきまして、御報

告させていただきます。

当事案は、県有車両による交通事故１件でご

ざいます。

内容につきましては、平成31年４月25日に、

宮崎県畜産試験場川南支場におきまして、フロ

ントローダーで堆肥運搬作業中に、後方に駐車
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していた相手方の車の左後部に衝突したもので

ございます。

この事故によります相手方の損害につきまし

ては、車両の左後方部のドア及び左後方のタイ

ヤハウスの損傷となっております。

損害賠償額は、物損が12万8,536円でございま

す。

交通安全につきましては、これまでも機会あ

るごとに職員の意識高揚に努めておりますけれ

ども、今後とも一層の徹底が図られますよう、

再発防止に向けまして厳しく指導しているとこ

ろでございます。

説明は以上でございます。

○日高農業経営支援課長 公益社団法人宮崎県

農業振興公社の経営状況等について御報告いた

します。

常任委員会資料の７ページをお開きください。

１の沿革です。当公社は、昭和35年に宮崎県

農業開発機械公社として設立し、現在は、青年

農業者等育成センターや農地中間管理機構等と

して、本県農業振興のための事業を展開してお

ります。

２の組織です。役員は、常勤の２名を含め16

名、職員は25名の体制となっております。

３の出資金等です。出資金が6,000万円で、こ

のうち県が2,000万円となっております。そのほ

かに、農業担い手確保・育成基金が平成30年度

末で９億3,600万円余ございます。

８ページをごらんください。

４の事業です。当公社は、（１）から（４）の

事業を実施しておりますが、内容については、

後ほど県議会提出報告書で御説明いたします。

下の参考の（１）長期保有地の推移につきま

しては、平成29年12月に売り渡しが完了してか

ら、現在まで再発生はありません。

（２）の一般正味財産期末残高の推移につき

ましては、特定資産運用益収入の減少等により、

前年度から約1,300万円減の１億6,900万円余と

なっております。

次に、公社の平成30年度事業報告について御

説明いたします。

お手元の令和元年９月定例県議会提出報告書

の101ページをごらんください。

２の事業実績をごらんください。

（１）の農地部門では、平成30年度の事業費

が８億700万円余で、農地中間管理事業により、

農地の貸し付けを1,325ヘクタール、農地の買い

入れを41ヘクタール行いました。

（２）の担い手支援部門では、事業費が１

億4,300万円余で、基金事業等により新規就農者

の確保・育成のための支援を行いました。

（３）の畜産施設部門では、事業費が１億9,500

万円余で、３地区で飼料畑造成や牛舎の整備、

家畜排泄物処理施設の機能保全対策工事を行い

ました。

（４）の新農業支援部門では、事業費が3,400

万円余で、みやざき６次産業化チャレンジ塾や

個別相談会の開催により、６次産業化に取り組

む農林漁業者への支援を行いました。

102ページから110ページに、平成30年度の貸

借対照表と正味財産増減計算書等を掲載してお

ります。

経営状況につきましては、経営評価報告書で

御説明いたします。

187ページをお開きください。

まず、中ほどの枠の県関与の状況については、

人的支援では９名の県職員を派遣しております。

次に、下の枠の財政支出等です。平成30年度

の県委託料は2,600万円、県補助金は５億200万

円余、負担金は300万円となっています。
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右の欄の県からの借入金残高は2,500万円余

で、就農支援資金の原資分であります。

次の損失補償契約等に基づく債務残高は、農

地の買い入れ資金等の原資６億7,500万円余であ

ります。

また、下の派遣職員の人件費は、９名分で5,300

万円余となっております。

次に、主な県財政支出の内容については、先

ほどの補助金、委託料、負担金を４つの事業部

門別に掲載しております。

一番下の表、活動指標では、②の就農相談件

数と③の６次産業化計画認定件数は目標を達成

したものの、①の農地中間管理事業の借入面積

は目標未達となりました。事業が始まって５年

が経過し、累計実績は徐々にふえていますが、

全国と同様、鈍化傾向にあるため、目標達成へ

向け、さらなる推進が必要と考えております。

次に、188ページをごらんください。

上段の財務状況について、左側の正味財産増

減計算書の平成30年度の欄をごらんください。

上から３段目の当期経常増減額は3,100万円余

の減少。また、その３つ下の当期経常外増減額

は1,800万円余の増加で、その結果、３つ下の一

般正味財産期末残高は１億6,900万円余となって

おります。

また、その１つ下の当期指定正味財産増減額

は2,700万円余の増加となったことから、下から

２段目の指定正味財産期末残高は10億2,500万円

余となっています。

この結果、一般と指定を加えた一番下の正味

財産期末残高は11億9,400万円余となっておりま

す。

次に、右側の貸借対照表の欄をごらんくださ

い。

１段目の資産は、30年度の欄の21億6,400万円

余で、主なものは、中間保有しております農地

や農業担い手育成・確保基金であります。

３つ下の負債は９億7,000万円余で、主なもの

は、農地の買い入れのための債務残高や畜産担

い手事業等の事業未払い金であります。

この結果、３つ下の資産から負債を引いた正

味財産は、先ほど申し上げました正味財産期末

残高と同じ11億9,400万円余であります。

次に、その下の枠の財務指標です。

①の県補助金等比率は、目標値90％に対し、

実績値は44.3％、②の法人運営のための管理費

比率は、目標値1.4％に対し、実績値は0.6％と

なっており、いずれも目標を達成しております。

次に、一番下の枠の総合評価の県の評価でご

ざいます。

活動指標は、農地中間管理事業の借入面積が

未達となったものの、耕地面積に占める累計借

入面積が全国13位、九州で２位と比較的高い実

績を挙げていることを評価しております。

財務指標は全ての指標を達成しており、今後

も管理費の削減や事業見直し等の継続した取り

組みを求めてまいります。

平成30年度の事業報告は以上です。

続きまして、令和元年度の事業計画について

御説明いたします。

報告書の111ページにお戻りください。

本年度の事業概要及び事業計画は、昨年同様

に４部門で各種事業を実施し、本県の農業振興

を図る計画となっております。

次に、112ページの３、正味財産増減予算書で

す。

Ⅰの一般正味財産増減の部、（１）の経常収益

は、次の113ページ上段枠内の経常収益計15

億8,800万円余、それに対する（２）の経常費用

につきましては、115ページ中段枠内の経常費用
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計16億4,200万円余であり、令和元年度の経常増

減額はマイナス5,400万円余を見込んでおりま

す。

また、下のⅡの指定正味財産増減の部は、県

費補助金等の振替処理により、当期指定正味財

産増減額は2,600万円余のマイナスと見積もって

おり、その結果、一番下のⅢの正味財産期末残

高は10億8,500万円余を見込んでおります。

以上で、農業振興公社に関する報告を終わり

ます。

○林田漁業・資源管理室長 一般財団法人宮崎

県内水面振興センターについて御報告します。

常任委員会資料の９ページをお開きください。

１の沿革です。当センターは、内水面におけ

る漁業及び養殖業の振興を図るとともに、水産

動植物の保護培養等、内水面の振興に資するこ

とを目的として、平成６年11月に設立されてお

ります。

２の組織ですが、役員は理事長以下９名、職

員は10名となっております。

３の出資金ですが、基本財産は3,000万円で、

このうち県が1,500万円となっております。

４の事業につきましては、県議会提出報告書

で御説明させていただきます。

お手元の令和元年９月定例県議会提出報告書

の117ページをお開きください。

平成30年度の事業報告書についてでございま

す。

２の事業実績ですが、（１）の内水面における

漁業及び養殖業の振興に関する事業では、うな

ぎ稚魚の取扱条例に基づく現地調査、内水面振

興法に基づくウナギ稚魚の池入れ制限等に係る

指導を行いました。

（２）の内水面における秩序維持対策に関す

る事業では、巡回パトロールによる河川利用秩

序の指導のほか、県警や海上保安部と連携し、

違法採捕の防止に努めました。

（３）の内水面の増養殖用種苗の採捕、供給

等に関する事業では、大淀川と一ツ瀬川におい

てウナギ稚魚の採捕を行い、昨漁期については

全国的な不漁で、採捕量は14キログラム、収入

額は1,200万円余となったところです。

（４）の内水面の水産動植物の保護培養及び

環境保全に関する事業では、アユの放流やウナ

ギ稚魚の来遊状況調査などを行い、資源の保護

・培養に努めました。

次に、経営状況等の詳細につきまして、出資

法人等経営評価報告書により御説明いたします。

同じ報告書の189ページをお開きください。

まず、中段の県関与の状況をごらんください。

人的支援は、平成30年度の県職員が非常勤役

員の２名、職員の２名及び県退職者が常勤役員

２名となっております。

その下の財政支出等でございます。平成30年

度は、県委託料が3,300万円余、県補助金が1,400

万円余、さらに、その下のその他の県からの支

援等として、経営基盤強化対策資金の借入金

が5,000万円となっております。

一番下の活動指標の欄でございます。

①の県内産種苗に占めるセンターの割合は、

目標値の30％に対し、実績は19.7％で、達成度

は65.7％と、シラスウナギの不漁により目標を

達成できませんでした。

②の県内各河川の監視・指導回数は、目標ど

おりの200回。

③の稚魚放流量も目標どおりの約12万尾の実

績となったところです。

続きまして、190ページをごらんください。

上の財務状況の欄の左側、正味財産増減計算

書の平成30年度の欄をごらんください。
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経常収益は6,400万円余、経常費用は１億200

万円余で、当期経常増減額はマイナスの3,743万

円となったところです。その結果、一番下の正

味財産期末残高は2,500万円余に減少しました。

次に、中段の財務指標です。今期から経営実

態をより明確にあらわす指標として、正味財産

増減率及び管理費比率を指標に設定しておりま

す。

①の正味財産増減率ですが、今御説明しまし

たとおり、シラスウナギの不漁により、平成29

年度末から減少し、実績値は40％となったとこ

ろです。

②の管理費比率は、平成30年度の比率19.2％

を目標に設定しておりますので、今後は、これ

より増加することのないよう取り組んでまいり

ます。

一番下の総合評価の右側、県の評価でござい

ます。２年連続のシラスウナギの不漁により正

味財産が大幅に減少したことを受けて、１年前

倒しでことし５月から第５期の経営改善計画を

策定、スタートさせております。

この中で、採補・供給事業の運用体制の見直

しや徹底したコスト削減による収支改善に取り

組み、体質強化を図るとともに、本来の役割で

ありますウナギ資源の適正管理に向けてその役

割を果たしていくことが重要であると考えてお

ります。

続きまして、令和元年度の事業計画について

御説明します。

同じ報告書の123ページをお開きください。

今年度の事業内容につきましては、項目立て

は変わりませんが、国の新規事業で本県も参加

するシラスウナギトレーサビリティ手法検討事

業の調査の受託、また、近年、内水面でアユ等

の食害が課題となっておりますカワウについて、

県が新たに取り組む生息状況の調査等、内水面

振興センターの組織体制や業務実績を生かした

受託事業に取り組むとともに、継続事業につい

ても引き続き取り組み、内水面の振興に寄与し

ていく計画でございます。

124ページの収支予算書をごらんください。

Ⅰの事業活動収支の部の事業活動収入につき

ましては、２年連続のシラスウナギの不漁を受

け、中ほどにあります種苗販売事業収入につい

て、3,600万円余と見直したことから、この結果、

事業活動収入計は１億62万円となったところで

す。

125ページに移りまして、下のほうにあります

囲み欄の事業活動支出計ですが、１億495万円余

で、その下の事業活動収支差額は、マイナス433

万円余となります。

次に、その下のⅡ、投資活動収支の部でござ

いますが、126ページに移っていただきまして、

横囲みの上から２番目、投資活動収支差額が433

万円余で、その下のⅢ、財務活動収支の部の下

のほうに財務活動収支差額がございますが、プ

ラスマイナスゼロと見込んでいるところでござ

います。

内水面振興センターについては以上でござい

ます。

○外山漁村振興課長 一般財団法人宮崎県水産

振興協会の経営状況について御報告いたします。

常任委員会資料の11ページをお開きください。

まず、１の沿革ですが、昭和56年、延岡市に

つくり育てる漁業を担う県営の栽培漁業センタ

ーとして設置され、その後、他法人の事業受け

入れ等を経まして、平成25年に一般財団法人へ

と移行しております。

２の組織につきましては、役員12名、職員９

名となっており、このうち役員１名と職員２名
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が県の派遣職員となります。

３の出資金等につきましては、１億4,200万円

余のうち、県が50％の7,100万円余を、残りは沿

海市町と水産関係団体が出捐しております。

12ページの４の事業でございます。

当協会では、（１）から（４）の事業を実施し

ております。

内容につきましては、お手元の９月定例県議

会提出報告書で御説明いたします。

127ページをお開きください。

平成30年度の事業報告でございます。

２の事業実績です。（１）の栽培漁業振興事業

では、体験放流等による栽培漁業の普及啓発や

ヒラメ等の種苗を供給し、（２）の魚類養殖適正

管理指導事業では、養殖業の健全な発展のため、

ブリ稚魚の需給調整や高品質カンパチの供給体

制の確立に向け、生産技術の向上に取り組みま

した。

（３）の種苗生産技術開発事業では、放流用

の新魚種として、アマダイの技術開発を実施し、

（４）の養殖用種苗供給事業では、現場のニー

ズの高いマダイ、シマアジ等を供給しました。

続きまして、当協会に対する経営の評価につ

いて御説明いたします。

同報告書の191ページをお開きください。

中段の表、県関与の状況をごらんください。

このうち、財政支出等ですが、平成30年度の県

の委託料は、アマダイ種苗生産事業等で412万円

余、県の補助金は放流用ヒラメや養殖用カンパ

チの種苗生産・供給に対する支援等といたしま

して、2,701万円余となっております。

県職員の人件費支援は1,557万円余となってお

ります。

次に、一番下の表の活動指標ですが、３つの

項目を掲げております。

まず、①の放流用種苗生産尾数は、目標値34

万尾に対し、達成度は107％、②のヒラメの放流

魚混獲状況は、漁獲量に占める放流ヒラメの割

合で、達成度は58％、③の栽培漁業に関する普

及啓発は、見学者数等とホームページの閲覧者

数の合計で、達成度は117％となりました。

192ページをお開きください。

財務状況でございます。左上の正味財産増減

計算書の平成30年度の欄をごらんください。

表の中ほど、やや下に示しております、当期

一般正味財産増減額は1,435万円余の減となって

おり、一番下の正味財産期末残高は２億6,714万

円となりました。

次に、右上の貸借対照表をごらんください。

平成30年度の資産３億1,811万円余、３行下の負

債は5,097万円余となっており、したがいまして、

その下の３行下ですが、正味財産は２億6,714万

円となっております。

次に、下の財務指標です。

まず、①の１人当たりの自主財源収入金額は、

目標値790万円余に対し、達成度は144％、②の

収支比率の達成度は89％、③の主な収益事業魚

種の販売収入の達成度は107％でありました。

次に、下の表にあります総合評価でございま

す。

表右の県の評価といたしまして、経営改善計

画に沿った運営を行ってきた結果、平成25年度

から４期連続で黒字、平成29年度及び30年度は、

シマアジの販売不振もあり、やや赤字決算とな

りましたが、中長期的には経営改善傾向にある

と評価しております。

平成30年度の経営状況については以上でござ

います。

続きまして、令和元年度の事業計画について

御説明いたします。
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同報告書の132ページにお戻りください。

今年度の事業計画では、（３）の種苗生産技術

開発事業で、新たにマダイ及びカワハギの早期

種苗生産に取り組みます。記載の２の事業計画

のとおり、今後、実施することとしております。

133ページをごらんください。

３の収支予算書ですが、Ⅰ、一般正味財産増

減の部につきましては、１の経常増減の部の一

番下、表の中ほどの当期経常増減額が52万円余、

２の経常外増減の部の（２）経常外費用の４行

下の法人税等で267万円余となることから、Ⅲの

正味財産期末残高を２億6,499万円余と見込んで

おります。

以上で、水産振興協会に関する報告を終わり

ます。

○谷之木畜産振興課長 畜産振興課からは３つ

の団体について御報告をさせていただきます。

委員会資料の13ページをお開きください。

まず、一般社団法人宮崎県肉用牛枝肉価格安

定基金協会についてであります。

１の沿革にありますように、当協会は、平成

８年２月に設立され、平成25年11月に一般社団

法人に移行しております。

２の組織ですが、役員は、会長理事ほか監事

を含む17名でありまして、県経済連へ事務委託

しており、法人としての専属の職員はおりませ

ん。

次に、３の出資金等でございますけれども、

寄託金として6,166万円、そのうち県から2,000

万円で、比率は32.4％となっております。

続きまして、４の事業につきましては、和牛

肥育農家等からの積立金により基金を造成し、

和牛枝肉価格の低下時に補塡金を交付する事業

を実施しております。

参考といたしまして、積立頭数と補塡頭数を

示しておりますけれども、平成30年度は、積立

頭数２万868頭、補塡頭数5,255頭となっており

ます。

（２）の①積立金単価としましては、通常時

は１頭当たり2,500円を、高価格時には同じ

く5,000円を積み立てております。

一方、②の補塡金単価は、枝肉単価が基準単

価を下回った場合に、１頭当たり１万円を上限

として交付することになっております。

続きまして、お手元の９月定例県議会提出報

告書の193ページをお開きください。

県関与の状況につきましては、非常勤の役員

に県職員１名の人的支援を行っております。

一番下の活動指標としましては、基金造成額

と補塡金交付額を設定しておりますが、達成度

はそれぞれ105.1％と116.4％となっております。

次に、194ページをお開きください。

財務状況につきましては、左側の収支計算書

ですが、収入は１億596万円、支出が１億596

万9,000円であり、当期収支差額は9,000円のマ

イナスとなっております。

右側の貸借対照表ですが、資産は8,566万1,000

円、負債は8,374万8,000円であり、資産から負

債を差し引いた正味財産は191万3,000円となっ

ております。

なお、負債につきましては、未払い金と価格

差補塡準備金を流動負債に、各会員の預かり寄

託金を固定負債に計上しております。

次に、財務指標につきましては、適正運営の

指標として収支バランスを設定しており、達成

度は100％となっております。

一番下の総合評価の県の評価でありますが、

肥育素牛の高騰、飼料価格の高どまりにより、

肥育経営における生産コストが上昇している中、

当協会の活動は和牛肥育農家の経営安定のため
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に大きな役割を担っております。

補塡については基金の範囲内で行われ、財務

内容は健全であり、組織運営も良好であると評

価いたしております。

続きまして、一般社団法人宮崎県家畜改良事

業団についてであります。

委員会資料14ページをお開きください。

１の沿革につきましては、昭和44年９月に設

立され、平成24年10月に一般社団法人へ移行し

ております。

２の組織につきましては、役員が理事長ほか

監事を含む21名、職員は25名で、３部５課で構

成されております。

次に、３の出資金等でありますが、寄託金と

して9,800万円、そのうち県が4,000万円で、比

率は40.8％となっております。

４の事業としましては、種雄牛の繋養管理、

凍結精液の製造と譲渡、産肉能力検定等を実施

しております。

参考といたしまして、凍結精液ストローの譲

渡本数の推移をお示ししておりますけれども、

平成28年度から13万本を超える状況が続いてお

りまして、ここにも繁殖雌牛の増頭の効果があ

らわれているところでございます。

続きまして、９月定例県議会提出報告書の195

ページをお開きください。

県関与の状況につきましては、常勤の役員に

県ＯＢ１名、非常勤の役員に県職員１名、常勤

職員に県ＯＢ１名の人的支援を行っております。

また、財政支出等につきましては、30年度の

委託料としまして6,804万7,000円、補助金とし

まして5,567万円を支出しております。

次に、その下の主な県財政支出の内容であり

ますが、①の産子能力検定事業及び産肉能力検

定事業は、種雄牛の産肉能力を把握するために

検定を実施するもので、種雄牛の候補となる直

接検定牛の購入費や産肉能力検定に係る費用で

ございます。

また、②の新規種雄牛造成対策事業は、産肉

能力検定を円滑に実施するための推進費であり

ます。

一番下の活動指標につきましては、凍結精液

の譲渡本数を指標と設定しておりまして、実績

は13万1,941本で、達成度は99.2％となっており

ます。

次に、196ページをお開きください。

財務状況につきましては、左側の収支計算書

ですが、収入が５億9,318万円、支出が５億4,771

万9,000円であり、当期収支差額は4,546万1,000

円のプラスとなっております。

右側の貸借対照表でありますが、資産は10

億3,118万2,000円、負債は３億2,958万円であり、

正味財産は７億160万2,000円となっております。

続きまして、財務指標につきましては、①の

自己収入比率の達成度は104.4％であり、②の管

理費比率の達成度は137.9％となっております。

一番下の右側の県の評価としましては、県内

の繁殖雌牛の増加や能力の高い種雄牛の凍結精

液価格が改定されることによりまして、今後も

安定した売り上げが見込めるところであります。

また、長年の課題であります施設の補改修等

につきましても、平成29年度に引き続き30年度

も収支から引当金の積み増しができたことは、

長期的な視点でも評価できると思われます。

最後に、委員会資料の15ページをごらんくだ

さい。

一般社団法人宮崎県酪農公社についてであり

ます。

１の沿革にありますとおり、昭和43年８月に

設立され、平成25年４月に一般社団法人へ移行
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しております。

２の組織につきましては、役員は理事長ほか

監事を含む11名で、職員は14名であります。

次に、３の出資金等でありますが、１億6,058

万円のうち、県の出資額は8,000万円で、49.8％

の出資比率となっております。

続きまして、４の事業でございます。

まず、酪農家から預かった乳用子牛を育成し

た後、妊娠させ、酪農家に戻す預託事業で、下

の表（１）にありますとおり、頭数は増加傾向

にあり、平成30年度の平均預託頭数は650頭と

なっております。

その他、生乳生産や和牛子牛生産販売等を行っ

ております。

続きまして、９月定例県議会提出報告書の197

ページをお開きください。

県関与の状況としましては、非常勤の役員２

名の人的支援を行っております。

また、財政支出等としましては、補助金とし

て公社の施設整備に係る起債償還額を出資割合

に応じて補助する運営強化対策事業276万9,000

円を支出しております。

そのほか運営強化を図るため、１億2,000万円

を貸し付けております。

一番下の活動指標でございますけれども、①

の預託牛の延べ頭数は129.9％と目標を大きく上

回りましたが、②の生乳出荷数量は85.5％と夏

場の猛暑等が影響して目標を達成することがで

きませんでした。

次に、198ページをお開きください。

財務状況につきましては、左側、損益計算書

の４段目の営業利益として608万2,000円の収益

があり、一番下にあります当期純利益では4,859

万2,000円と平成28年度から３年間、単年度黒字

となっております。

右側の貸借対照表ですが、資産は３億482

万1,000円、負債は４億4,585万7,000円、正味財

産はマイナス１億4,103万6,000円となっており

ます。

続きまして、財務指標につきましては、①の

当期収支差額では、先ほど述べましたとおり単

年度黒字化の目標を達成しておりまして、②の

自己収支比率は95％、③の管理費比率も目標を

達成しております。

一番下の県の評価でございますけれども、パ

ンフレット等の配布や、酪農家向けの入牧説明

会など預託事業の周知を実施した結果、平成29

年度に引き続き平成30年度も預託頭数を確保で

きております。また、畜産試験場などの外部か

らの指導によりまして、職員の飼養管理技術も

向上してきております。

このような取り組みの結果、平成30年度も目

標としておりました黒字化を達成できており、

今年度も３月に策定しました経営改善計画を確

実に実行し、黒字化を達成する必要があると考

えております。

説明は、以上でございます。

○野﨑委員長 執行部の説明が終了しました。

報告事項についての質疑はありませんか。

○佐藤委員 15ページの宮崎県酪農公社の４の

（３）に和牛子牛生産・販売とありますが、和

牛の子牛の生産・販売もやられるということで

すか。ちょっと詳しく教えてください。

○谷之木畜産振興課長 酪農公社では、乳用牛

の雌牛も飼養しておりまして、生乳生産を行っ

ております。その雌牛に、乳用牛の種を人口受

精するのではなくて、黒毛和種の受精卵移植を

行って、その子牛を販売することによって収益

を上げる取り組みを実施しております。

○佐藤委員 これは利益が出ているのですか。
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○谷之木畜産振興課長 ここ数年、肉用子牛に

つきましては、価格が高値で安定しております。

平均でも70万円を超えているような状況で、非

常に酪農公社の経営にはプラスになっていると

ころでございます。

○井上委員 農業振興公社について教えていた

だきたいんですけれども、この農業振興公社に

は非常に期待しているんですが、この農地中間

管理事業の借入面積のことなんですけれど、今、

達成度が40.1％となっているわけです。これは、

将来的に我が県が考えている農業経営の規模拡

大ということからいえば、この進み方でいいの

かどうか、私もよくわからないのですが、そこ

はどんなふうに考えておられるのでしょうか。

○日髙農業経営支援課長 まず国は、国策とし

て担い手への農地の集積率を令和５年度まで

に80％にしていくという目標値を出しておりま

して、県も同様に担い手に対する集積率を80％

まで上げていきたいということで、今、取り組

んでいるところでございます。

それを達成するためには、やはり中間管理事

業を活用した農地の貸借が毎年3,000ヘクタール

ほど必要ということでこの目標を掲げて、市町

村、農業団体等とも連携しながら進めていると

ころでございます。

委員御指摘のとおり、達成率が鈍化傾向にあ

るところもあって、ここをやはり上げていかな

いと担い手の規模拡大にはつながりませんので、

私どもとしては引き続き公社、市町村、農業団

体等とも連携しながら進めてまいりたいと思っ

ています。

○井上委員 今回、県の評価で行くと、全国で13

位、九州で２位だから高い実績を上げていると

いうことで評価するとなっているんだけれども、

県の目標から考えると、こういう評価ではよく

ないのではないのかなと思います。

私たちの県で必要なことについて丁寧にして

いく、今回、なぜ40％になったのかということ

についてはどういう分析をしていらっしゃいま

すか。

○日髙農業経営支援課長 この農地中間管理事

業が始まって５年が経過して、今年度で６年目

に入るわけですけれども、まずは話し合い活動

の素地ができている地域から入っていって、そ

れが５年間である程度一巡してきたところも

あって、今後、やはり話し合い活動を強力に進

めていかなければ集積が進まない、貸し借りが

進まない地域が残っているといいますか、推進

を強化していかなければいけない地域に、今、

入ってきているのかなと思っております。

そういったこともあって鈍化傾向ではござい

ますけれども、国としましては、人・農地プラ

ンを、今、各市町村、集落単位でつくっている

んですが、ここを実質化していくということで、

農地ごとに誰が所有していて、後継者がいるの

かいないのか、また、耕している人も後継者が

いるのかいないのかも含めて、そういったこと

をきちんと目に見える形にして、地域の中でそ

れをもとに話し合い活動をして、今後誰が担っ

ていくかというところもしっかり連携をとりな

がら進めていこうとしておりますので、そういっ

た取り組みをしっかり強化していって、伸ばし

ていきたいと思っているところでございます。

○井上委員 宮崎県は、農業の担い手の確保・

育成とかについては今までも非常に熱心にやっ

てきているわけです。今後、納税者をふやして

いくとか税金の確保をしていく、県が自立する

ための産業の振興といえば、農業をきちんとす

ることは大変重要なことだと思うんです。

せっかく育てても、人材は育ったけれど活用
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する場所がないということになってくると、そ

れは非常に問題なので、農業振興公社の役割は

非常に大きいし、今までも一生懸命やっていた

だいて評価すべきだと思っているわけですけれ

ども、だからこそ、単に財務状況がよければい

いということには、私はならないのではないか

なと思うんです。

ですから、宮崎県が目標としている、どこま

で産業として育成していくのかについて、もっ

とシビアであってもいいのかなと思います。

それと、先ほど言われた、なかなか進まない

ことについて、それだけで本当に済むのかどう

かという点でいえば、もっと積極的に計画性も

持って担い手の育成を。うちは、農業大学校が

あり、いろんなところで人材を育てているわけ

だから、その人たちとか、それから後継者がい

ないところに新たな後継者をどうやって参入さ

せていくのかという問題についても、今、取り

組んでいるわけだから、やっぱりもうちょっと

このあたりを活性化させる。

土地はあるぞと、だったら、これをどうする

かというぐらいの気持ちでやってもらわないと、

今のままで行くと、全国でも九州でもいいから

いいんじゃないみたいな話だと、ちょっと弱い

のではないかなと思うんです。

そして、今まで栽培してきているものだけで

本当にいいのかとか、そこが非常に問題になっ

てくると思うんです。私たちが売り込みたいも

のは何なのかとかを考えていくと、農業振興公

社の役割は大きいと思うんです。

だから、本当にこのままではちょっと残念な

状況なのかなと思うんです。もっと積極的にや

るには市町村の力ももちろん借りていかないと

いけないんだけれど、そこはどうされるんです

か。

○日髙農業経営支援課長 委員御指摘のとおり、

私どもとしても、そういったところもしっかり

取り組んでいかないといけないと思っています。

市町村の協力も含めてなんですが、農業委員

会の役割も非常に大きいと思っております。平

成28年に農業委員会法が改正され、農業委員会

の役割として、農地の最適化を第一に進めてい

くということが掲げられましたので、今、全市

町村に農地適正化推進委員が300名弱、農業委員

も300名弱いらっしゃいますので、こうした人た

ちと協力しながら、機構も駐在員をことしから

ふやしましたし、そういった方々とタッグを組

んで、地域でしっかりとした話し合い活動をし

て、農地が少しでも担い手に集積できるように

進めてまいりたいと思っております。

○井上委員 宮崎県は農業にかかわる人材が非

常に多いわけです。それは、子供たちの教育現

場から入っていくわけだから、もうちょっと広

がりのある形、未来が見えるようなものが提起

されていかないと、この数字だけで全てを評価

しようとは思っていないんだけれども、もう

ちょっと「みんな来てここで働こうぜ」みたい

な気持ちを持ってもらうといいなと。

そして、きのう福祉団体の方たちと話をした

んですけれど、農業と福祉の連携という問題は、

今から大変重要なところに入っていくと思うん

です。だから、報酬改定があれば、どうやって

生き残っていこうかと福祉関係の人たちは戦々

恐々なんです。そのときに福祉とマッチチング

していけるのか。環境の問題とかもあるので、

そういうことも含めてどう事業を発展させるの

か、どういう提供が農政側でできるのかを慎重

に、丁寧に、そしてまた大胆にやっていただけ

たらなと期待しているがゆえに申し上げるので、

よろしくお願いします。
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それと水産振興協会のところで、総体的によ

く頑張っているとは思うんだけれども、みんな

が食べたくなる魚、やっぱり魚をたくさん食べ

てもらうための何かを、これからも心がけてやっ

ていただけるといいと思うのだけれど、それに

ついての今後の考えがあれば教えてください。

○外山漁村振興課長 皆さんが食べたくなる魚

については、本県でも新しい魚種の開発という

ことで進めているところであります。

マダイとかシマアジが、今、生産の主となっ

ておりますけれども、宮崎で特徴的にとれるも

のの一つに、アマダイという魚があります。今、

アマダイ、アカアマダイの種苗放流の試験も行っ

ている中で、今年度からさらに高価な魚の一つ

としてシロアマダイの種苗生産技術開発に取り

組んでいるところですので、消費者が求める新

しい魚種についても取り組んでいきたいと考え

ております。

○井上委員 一時期、サバ缶がスーパーからな

くなるという状況になりました。だから、非常

にマスコミに左右される部分も確かに大きいん

だけれども、どういう理由であれ、魚をいっぱ

い食べていただくことは大変いいことなので、

やっぱりそれぞれ一生懸命そこのところの宣伝

も含めて、新しくおいしいものが出たら発信し

ていただくといいなと思っています。期待して

いますのでよろしくお願いします。

次に、先ほど出ました宮崎県酪農公社なんで

すけれど、年間生乳出荷数量が85.5％になった

のは天候によるものなんですか。

○谷之木畜産振興課長 乳牛は暑さに弱いとい

いますか、特に昨年の夏場の暑熱の影響をかな

り受けて、気温が高いとやっぱり乳量が減って、

その分生乳の出荷も減り、その結果としてこう

いう割合になっているところでございます。

○井上委員 やっぱりそうなんですね。

もう一つ、ここは、財務状況がちょっと悪い

んですが。ただ、当公社の課題は累積欠損金の

早期解消であるとちゃんと理解しておられるの

で、そこから出発するとしたら、これからどう

やってそこを改善していくのか。今、預託頭数

とかが増えてきているので、随分改善はされて

いくと思うんですけれども、ここは、このまま

ではちょっと困るので、やっぱりこのあたりの

ところをどう改善させるのか。今後は黒字で行

くだろうという安易な予想なのか、ちゃんとし

た裏付けがあっての予想なのかわからないんで

すけれど。

ここについては、酪農公社に一生懸命仕事を

していただくためにも、財務内容がＣ評価では

なくＢ評価になるようにしたいと思うのですが、

そこはどうなんですか。

○谷之木畜産振興課長 委員御指摘のとおり、

早期に赤字経営を改善していくことが一番重要

な課題という認識を持っておりまして、これは、

我々もそうですし、職員の皆さんもそういう気

持ちで取り組んでおります。

ことしの３月に経営改善計画を策定しており

ますけれども、この中でも一番本業であります

預託の頭数をしっかり確保するということで、

昨年度の実績は平均650頭なんですけれども、昨

年度末の頭数は700頭を超えております。現在

も730頭前後とずっと700頭を越えた状態で運営

がされております。

この状況は、県内の酪農家さんからの酪農公

社への評価といいますか、全国的にもこういっ

た預託事業をやっているところが少のうござい

まして、現在、生乳の価格が安定している状況

の中で、酪農家から預託事業をしっかりやって

ほしいというような声もございまして、頭数が
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しっかり確保できております。

それと、先ほどもございましたけれども、しっ

かり所得を確保するために、それ以外の部門、

昨年度は暑熱の影響もありまして、生乳の販売

量は減ったんですけれども、そういったところ

も改善をしながら、飼養管理の技術も向上させ

て、しっかり生乳での収益を得ながら、御質問

のありました、和牛の生産でもしっかり受精卵

の受胎率を上げるなど生産性の向上を図って、

しっかり収益を上げて、経営改善に取り組んで

いるところです。現在の状況を継続できれば、

しっかり収入の確保もできますし、近年、畜産

試験場とかの技術指導等もありまして、職員の

技術・能力も向上してきております。現在、四

半期ごとに経営の状況を我々も一緒に確認しな

がら進めておりまして、今年度の第１四半期の

状況も非常にいい状況で、ことしの夏の生乳の

生産量もしっかり確保できていると聞いており

ますので、引き続き、これを続けていきたいと

思っております。

○横田委員 宮崎県内水面振興センターのこと

でお尋ねします。シラスウナギが２年連続記録

的な不漁ということですが、近い将来ですけれ

ど、このシラスウナギの採補量はどのように動

いていくと思われているんでしょうか。

○林田漁業・資源管理室長 ニホンウナギの資

源状況については、現在のところ、関係国等で

の科学的な評価というのは行われていない状況

ですので、はっきりとした公式な見解は出てお

りません。

ただ、国の研究所等が、過去に日本の漁獲量

やシラスウナギの採補量といったものをもとに

判断したときには、明らかに、現在、低水準に

あるということで、決していい状況ではないの

だろうと思っています。

そういったことで、現在、関係国間でウナギ

の池入れ量の制限とかいろんな管理に取り組ま

れているところではございますが、その効果が

どう出てくるのかについては、また来年以降、

今漁期、来漁期以降の傾向を見ていくしかない

のかなと考えているところです。

○横田委員 このように採補量が非常に低迷し

ている中で、実際に採補時期に採補活動をして

いる採補者の数は、今、どのような状況なんで

しょうか。

○林田漁業・資源管理室長 御承知のとおり、

シラスウナギの採補については、県の特別採補

許可ということで、採補禁止しているものを毎

漁期解除して許可を出しております。

その許可数については、平成30年度漁期は748

名と内水面振興センターの１団体でございまし

た。この数ですが、過去と比較しますと、人数

を減らしてきております。といいますのが、今、

お話が出ましたとおり、資源等の状況について

管理をしていかなければいけないというところ

で、国から十分管理できるような許可数に絞り

込むようにという指導が行われております。

また、当然、天然の河川に遡上するような資

源を残すという意味でも、一定数に絞り込んで

いくことが必要と考えておりますので、今、申

し上げましたように、許可数については数百程

度減少させてきている状況にございます。

○横田委員 行ってもとれないわけで、許可を

もらっても、実際、漁に出ていない人もたくさ

んおられるということですよね。

○林田漁業・資源管理室長 許可に当たって、

許可申請をされる方に対しては幾つかのお願い

をしております。

その一つとして、採補努力をしてくださいと。

許可を出す以上は、一定の採補努力はしていた
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だきたいということはお願いをしております。

ですから、毎漁期、次の許可に入るときに、採

補努力を行っていない方につきましては、許可

申請者の入れかえ等を漁協さんにはお願いをし

ているところでございます。

○横田委員 内水面振興センターは、シラスウ

ナギの採補に対して、違法操業や密漁の防止と

いった役割も持っておられるわけですけれど、

このシラスウナギの数が少なくなった状況で、

そういう密猟とかは減っているんですか、ふえ

ているんですか。

○林田漁業・資源管理室長 昨漁期につきまし

ては、密漁行為の件数、情報としては減少いた

しました。

ただ、依然として情報はございますし、昨年、

情報件数が少なかった要因は、恐らく相場がか

なり下がったというところも影響しているので

はないかと思います。

一昨年も、輸入価格で300万円、最大で380万

円ぐらいまで上昇しました。

今漁期は、大体190万円ぐらいで推移している

ということは、一昨年については、300万円近い

値段で需要があったということで、そういった

状況になりますと、密漁等に出ていくような状

況が起きようかと思います。

今漁期について密漁情報等が減ったことにつ

いては、一つは不漁だけではなく価格の問題も

あったと考えています。

○横田委員 内水面振興センターの役割として、

養鰻場に安定的に供給するというのもあると思

うのですけれど、仮の話で申しわけないのです

が、仮にこのまま不漁がずっと続いたときに、

内水面振興センターのあり方といいますか、そ

れはどんなふうになっていくと考えればいいん

でしょうか。

○林田漁業・資源管理室長 委員御指摘のとお

り、今後も採補事業に大きく依存するような体

制ではやっていけないと考えております。

一方で、先ほどからお話があっておりますと

おり、資源の問題がありますので、ウナギも含

めて内水面全体の資源の適正量を確保していく

というところは、内水面振興センターの重要な

役割と考えておりますので、今後としましては、

今期からスタートさせています第５期経営改善

計画の中でもそうですが、採補事業への依存度

を下げて、それに左右されないような体制をつ

くっていく。本来の秩序維持、そして内水面振

興という役割が果たせる形に持っていくという

ことを、計画の中に盛り込んでいるところでご

ざいます。

○横田委員 シラスウナギ関係の業務がやっぱ

り主だと思うんですけれど、カワウのことも書

いてありますが、アユなんかもカワウによる被

害が相当出ているみたいだし、ほかの役割も非

常に大きくなってくると思いますので、しっか

りと内水面振興センターとしての役割を果たし

ていただければと思います。

○佐藤委員 内水面振興センターの出資者に内

水面漁協とありますが、この漁協には県内全部

の漁協が入っているんですか。それとも、何か

別の団体がまとめたところから入っているのか

を教えてください。

○林田漁業・資源管理室長 内水面振興センタ

ーの出資金の内水面漁協共同組合が負担してい

る部分については、個別に出資していただいた

と思っておりますが、済みません、ちょっとお

時間をいただけますでしょうか。

○佐藤委員 後で教えてもらってもいいんです

けれど。というのは、この内水面漁協は県内に

たくさんあるわけです。五ヶ瀬川、大瀬川だけ
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でも幾つもある。それが均等に出資しているの

かとか、内水面漁連はまた別だろうと思います

し、シラスウナギ協議会というのはどういうも

のなのか。市町村は川のあるところから出資さ

れているのかどうか、その辺がちょっと知りた

かったので、また今度資料をもらえればいいで

す。

○野﨑委員長 資料要求がありました件ついて

お諮りします。

資料は、全委員へ提供ということでよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 資料は、用意出来次第、各委員

へ配付をお願いします。

○林田漁業・資源管理室長 後ほど資料を作成

いたします。

○太田委員 ちょっと庶務的な確認になるかも

しれませんが、財務指標のところに管理費比率

とありますけれど、この管理費の内容はどうい

うものなんですか。人件費も含まれているのか

どうか。

○林田漁業・資源管理室長 内水面振興センタ

ーにおいても管理費比率を財務指標として定め

ておりますので、内水面振興センターの事例で

御説明いたします。

９月定例県議会提出報告書の119ページをごら

んください。

平成30年度の正味財産増減計算書の（２）経

常費、いわゆる支出の部分を整理したものでご

ざいますが、この中で大きなくくりとして、ま

ず事業費がございます。

それから120ページに管理費がございまして、

この管理費というのは、いわゆる管理職員の賃

金や役員報酬、また、役員会理事会の開催経費

といった経費でございます。

これらにつきましては、事業活動に使われる

費用ではございませんので、できるだけ事業活

動を充実させるという意味で、この管理費の比

率をできるだけ絞るという考え方のもとに財務

指標としております。

○太田委員 なるほどという感じがいたします。

事業費の中にも報酬とか給料手当というのが

あって、管理費の中にも報酬、給料手当があり

ます。この二つが分かれている理由は説明を受

けなければわからないところですが、今、言わ

れたように、この管理費は、それぞれの法人で

年度によって目標値が変わっているところもあ

ります。一貫して、毎年同じ数値を目標にして

いるところもありますが、変わっているところ

もあるわけです。こういう管理費が年度によっ

て変わるというのは何かあるんだろうなと、理

想的な目標値として設定するのに、ころころ変

わるということはあり得ることかなと、ふと思っ

たりするところと、いわゆるできるだけ絞って

いくという意味は、物とかであれば絞るところ

もあるかもしれないけれど、人件費はそんなに

絞れないだろうし、そこ辺の目標に近いところ

であればいいのではないかなという気もするん

です。

実績が物すごく低いのは、逆に何か問題があ

るのではないかなと思うものですから、所感と

して伝えておきますけれど、その辺でお考えが

あれば。

○林田漁業・資源管理室長 まず、先ほどお話

がありました管理費と事業費の報酬等の違いで

すが、要するに管理職に当たるものの賃金等は

管理費に組んでいるということでございます。

内水面振興センターはそういう考えでやってお

ります。

また、内水面振興センターの財務指標の中で
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は、率を固定して目標を置いておりますが、こ

れは、とりあえず今期からこの財務指標を設定

いたしました。その中で、少なくともシラスウ

ナギの収入等が減少して、かなり財務状況に影

響が出た平成30年度を一番厳しい状況と考えて、

そこに固定して目標を置いたものでございます。

○太田委員 わかりました。

○野﨑委員長 暫時休憩いたします。

午後２時51分休憩

午後２時59分再開

○野﨑委員長 委員会を再開します。

ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

○鈴木農政企画課長 その他報告について御説

明します。

最初に第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

（後期計画）平成30年度の主な取組について及

び第八次宮崎県農業・農村振興長期計画策定の

基本的な方針について、続けて御説明をさせて

いただきます。

常任委員会資料の17ページをごらんください。

まず初めに、第七次宮崎県農業・農村振興長

期計画（後期計画）の平成30年度の主な取り組

みについて御説明させていただきます。

なお、詳細につきましては、別冊で平成30年

度の主な取り組みとして冊子をお配りしており

ますので、後ほどごらんいただければと思いま

す。

本日は17ページからの概要で御説明させてい

ただきます。

まず、１の主な指標等の動向でございます。

一番上の左のグラフ、本県の農業産出額の推

移でございますが、平成22年の口蹄疫発生時に

は大きく落ち込んだものの、その後増加し、平

成29年の農業産出額は3,524億円と全国第５位に

位置しております。

品目別の構成は、畜産が2,260億円、耕種

が1,229億円と畜産が全体の64％を占める状況に

ございます。

右側のグラフ、食料自給率の推移につきまし

ては、平成29年度、本県は生産額ベースで281％、

カロリーベースで65％と、全国と比較しまして

高い状況となってございます。

中段の総農家数、農業就業人口につきまして

は、どちらも年々減少しており、本格的な人口

減少社会を迎える中、今後一層の減少が懸念さ

れるところでございます。

中段の右のグラフ、新規就農者数につきまし

ては、平成27年度以降増加傾向であり、平成30

年度は402人と、２年連続で400人を超える状況

でございます。

その内訳として、農業法人への就農が半数以

上を占めており、農業法人は新規就農者の受け

皿の面からも重要な担い手となっているところ

でございます。

次に、下段の左のグラフ、耕地利用率の推移

でございます。本県は近年107％前後で推移して

おり、全国と比較して耕作放棄地の少ない、高

い利用率となっております。

また、下段の右のグラフ、担い手等への農地

集積面積の推移につきましては、先ほど井上委

員からも御指摘をいただきましたが、利用集積

面積が３万7,000ヘクタール前後、集積率が55％

前後と、近年は横ばいの推移となっております。

続いて、18ページをごらんください。

２、重点プロジェクトの構成でございます。

本計画は、平成28年度から令和２年度までの
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５カ年の計画となっておりまして、計画の着実

な推進を図るため、重点的かつ横断的に取り組

むべき施策を重点プロジェクトとして位置づけ、

そこに書いてございますように、販売力の強化、

生産力の向上、人財の育成、中山間地域農業の

振興という４つの大きな視点から、具体的に８

つのプロジェクトを掲げ、部局横断的に施策を

展開してございます。

３、重点プロジェクトの主な取組につきまし

ては、ただいま申し上げた８つのプロジェクト

それぞれについての概要を御説明いたします。

最初に、①、国際競争力強化プロジェクトで

は、アジアを中心に輸出が拡大し、農畜産物の

輸出額は過去最高となる47億5,000万円となった

ほか、畜産物の輸出拠点となる食肉処理施設が

整備されるなど、輸出体制の強化が図られまし

た。

先月29日には、牛肉・豚肉の輸出拠点となり

ますミヤチク新都農工場より、ＥＵへ向けて牛

肉の輸出が開始されたところでございます。

続いて、②の契約取引推進プロジェクトでは、

大手給食企業との連携によります社食での宮崎

フェアの開催や、県内企業の社員食堂等でも県

産食材の提供が始まるなど、多様なサービス業

態に対応した取引が拡大しているところでござ

います。

また、昨年のピーマンに引き続き、栄養機能

食品といたしまして、完熟キンカンの販売を開

始いたしました。

次に、19ページをお開きください。

③、生産技術高度化プロジェクトでは、炭酸

ガス発生装置によるハウス内の環境制御装置の

導入など、ＩＣＴを活用した高収益な生産シス

テムの拡大や、日向夏の散水氷結による凍霜害

防止など、畑かんにおける新たな散水技術の開

発等を行ったところでございます。

また、④の連携サポートシステム強化プロジェ

クトでは、水田の暗渠排水整備に加え、農地中

間管理事業と連携した農地集積の推進を図りま

した。

さらに、集出荷貯蔵施設の整備等によりまし

て、地域生産者との連携による加工・業務用の

露地野菜の生産拡大を推進したところでござい

ます。

⑤、未来を切り拓く人財確保プロジェクトで

は、首都圏における県独自の就農相談会の開催

や、農業法人等と連携したお試し就農の実施に

よります大都市圏や他分野からの就農を促進す

る取り組み等によりまして、先ほど申し上げま

したとおり、２年連続で新規就農者が400名を超

えるという状況にあります。

また、農林水産分野の女性組織の連携強化を

図るための交流会を開催するなど、多様な人財

が活躍できる環境づくりを促進したところでご

ざいます。

右側の20ページをごらんください。

⑥、宮崎方式人財育成プロジェクトでは、本

県農業を牽引するプレイヤーの育成を図るため、

次世代農業リーダー養成塾や６次産業化チャレ

ンジ塾を開催するとともに、民間企業との連携

による栽培データの自動分析など、ＩＣＴ技術

を活用した新しい営農指導体制の構築に向けた

実証を開始いたしました。

⑦の中山間地域農業所得向上プロジェクトで

は、中山間地域の特性を生かした収益性の高い

園芸作物の一つとして、「りんどう」の生産拡大

を推進しているところでございます。

また、他産業と連携した農泊体験メニューの

開発など、グリーンツーリズムや農林漁家民宿

の取り組みなどを推進しております。
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最後に、⑧の中山間地域の誇り・絆づくりプ

ロジェクトでは、高千穂郷・椎葉山地域などの

魅力や情報の発信に向けまして、県内高校生や

海外大学等の日本人学生を対象といたしました

スタディツアーを開催するなど、世界農業遺産

認定を契機とした地域ブランドの創出に取り組

んでおります。

また、日本型直接支払制度を活用した各集落

の取り組み支援や、捕獲鳥獣の利活用、いわゆ

るジビエの利用を推進しているところでござい

ます。

以上が主な取り組みの概要となりますが、今

後とも農業者を初め、市町村やＪＡ等の関係機

関と連携しながら長期計画の着実な推進を図り、

本県の農業のさらなる振興を図ってまいります。

続いて、21ページをお開きください。

第八次宮崎県農業・農村振興長期計画策定の

基本的な方針について御説明いたします。

１、計画策定の趣旨についてでございますが、

現在の第七次計画は、平成23年に新たな成長産

業化への挑戦を目標として策定したところでご

ざいます。

本県農業・農村の潜在力をフルに発揮しなが

ら、地域間や産業間における新たな連携と参入

の促進により、農業構造の改革を進めてきてお

るところでございます。

平成28年には、農業を取り巻く情勢の変化に

対応するため、第七次計画を一部改定した第七

次後期計画を策定し、先ほど平成30年度の取り

組みで御説明しましたように、販売力の強化、

生産力の向上、人財の育成、中山間地域農業の

振興を重点プロジェクトとして掲げ、部局横断

的な施策を展開しております。

これらの取り組みによりまして、農業産出額

や輸出、新規就農、世界農業遺産認定による中

山間農業の価値の再認識など、一定の成果があ

らわれてきているところでございます。

一方で、農業従事者の減少・高齢化やＴＰＰ

や日ＥＵ・ＥＰＡに代表される国際競争の激化、

相次ぐ気象災害などの発生、外国人労働者の受

け入れ拡大、スマート農業の実用化など、農業

・農村を取り巻く情勢は、これまでに経験した

ことがないほど大きく変化しているところでご

ざいます。

このような状況を踏まえ、本県農業・農村の

あるべき将来像の実現に向けた、新たな農業・

農村振興長期計画を策定したいと考えていると

ころでございます。

２の計画の概要についてでございます。

（１）の計画の基本的な性格としましては、

今後も人口減少が進む中、本県農業・農村のあ

るべき姿を見据え、持続可能な農業・農村に向

けての方向性を示し、県民にわかりやすい計画

としたいと考えております。

（２）の計画の全体構成としましては、本県

農業・農村の将来像、目標、施策の方向性等を

示す長期ビジョンと、具体的施策や数値目標を

示す基本計画、支庁、農林振興局単位の地域別

ビジョンで構成することとしております。

計画の期間につきましては、長期ビジョンと

地域別ビジョンは10年後の令和12年度を目標年

度とし、基本計画は令和７年度までの５カ年を

計画期間とします。

右側の22ページをごらんください。

計画の策定に当たっての基本的な考え方につ

きまして、近年の農業・農村を取り巻く情勢の

変化や動向を踏まえ、中長期的な展望を持って、

持続可能な魅力あるみやざき農業の展開を目指

すとともに、幅広い県民の理解と期待に応えら

れるよう、本県農業・農村の将来展望を明らか
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にするものとします。

また、国の食料・農業・農村基本計画等の各

種計画や、国際連合がつくっております持続可

能な開発目標、いわゆるＳＤＧｓ、また県の総

合計画等との整合性を図りながら、策定作業を

進めるものとします。

４、計画の策定についてでございますが、（５）

の策定スケジュールに記載しておりますとおり、

策定の進捗に合わせて、宮崎県農政審議会で審

議を行いますとともに、市町村やＪＡ等の農業

団体、農業経営者等と意見交換を行いながら策

定を進め、最終の計画原案については、パブリッ

クコメントを実施するものとします。

また、（３）に記載のとおり、宮崎県行政に係

る基本的な計画の議決等に関する条例に基づき

まして、策定作業の進捗に応じて、本常任委員

会へ報告を行いますとともに、計画原案につい

ては、議会での御審議、承認をいただく予定で

ございます。

（４）に記載しておりますとおり、計画策定

に当たりましては、農政水産部内に計画策定委

員会を設置するとともに、各地域の情勢や意向

を勘案した地域計画の策定を行うため、支庁、

振興局に地域策定班を設置するものとします。

なお、計画は来年度の令和２年度中に策定す

る予定としております。農政企画課からは以上

でございます。

○福井水産政策課長 常任委員会資料の23ペー

ジをお開きください。

まず、第五次宮崎県水産業・漁村振興長期計

画（後期計画）の平成30年度の主な取組につい

てでございます。

１の主な指標等の動向でございますが、近年

の生産量は、漁業・養殖業ともにおおむね横ば

いで推移しており、平成29年の生産額は336億円

で、全国15位に位置しております。

一方、中段にありますが、就業者数は減少傾

向が顕著となっており、高齢化も進行しており

ます。このような中、各種取り組みにより、年

間30名から50名程度の新規就業者を確保してい

るものの、さらなる確保が必要な状況にありま

す。

下の段になりますが、漁船についても登録隻

数が減少しており、収益性の低下により、漁船

の更新が進まず、高船齢化が進んでおります。

このような状況を踏まえ、後期計画では２つ

の重点プロジェクトを設定して、課題解決に向

けた取り組みを進めているところでございます。

次の24ページをごらんください。

重点プロジェクトの取組概要についてでござ

います。

１つ目の未来へつなぐ漁業担い手プロジェク

トでございますが、上段の左の写真にあります

ように、国の漁船リース事業を活用して、新船

への更新を図るとともに、右側の写真のように、

まき網漁船への新たな機器導入による高鮮度化

の取り組みを初め、高収益型漁業モデルの実証

に取り組んでいるところであります。

また、中段になりますが、担い手対策の推進

母体であります宮崎県漁村活性化推進機構に、

新規就業者受け入れに関する情報を一元管理し

て、積極的に情報発信する新規就業者応援バン

クを開設し、新規就業希望者と担い手募集地域

とのマッチングを図りました。

２つ目は、本県漁業生産の拡大に向けた魅力

ある水産業の構築プロジェクトであります。

生産の最適化につきましては、下段の左の写

真にありますが、流れ情報等を充実化するため、

海洋レーダーを県内２カ所に整備し、広域かつ

高頻度の海況情報を漁業者へ提供するシステム
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を構築いたしました。

次に、25ページをお開きください。

販売の最適化につきましては、上段にありま

すとおり、県産水産物販売促進会議を中心とし

て、新たな加工流通体制を構築し、大手食品メ

ーカー等と連携した商品開発を実施いたしまし

た。

具体的には、イセエビの炊き込みご飯の素の

試作品や、冷凍ブリフィレーの開発を行ってお

ります。

本計画では、ただいま説明した重点プロジェ

クト以外にも、３つの基本計画を柱とした取り

組みも進めております。

中段にございます①、地域を担う漁業経営体

づくりでは、シーフードショーなどへの出展に

よる販路拡大や、地域ブランドであるめいつ美

々鯵の自動脂質測定器の導入による生産体制の

強化を行うとともに、水産試験場のフードオー

プンラボの活用による販売用製品の製造を支援

いたしました。

また、下段にありますように、地域の実情に

応じた担い手対策を推進する地域漁業担い手確

保・育成協議会を各地域に設置するとともに、

新規就業者の定着に向け、各地域の経験豊富な

漁業者による漁労技術の伝承などを促進しまし

た。

次の26ページをごらんください。

上段の②、水産資源の適切な利用管理では、

宮崎海域アマダイ類の資源回復計画に基づいた

資源回復の取り組みを推進し、科学的な資源評

価の結果、資源状況の好転が示唆されました。

また、中段左側になりますが、宮崎県内水面

漁業活性化計画を策定し、石倉設置を初めとす

る内水面資源の回復への取り組み等を支援しま

した。

下の段の③、漁港施設の防災対策の強化と機

能強化につきましては、10の拠点漁港における

防波堤や岸壁の整備、23漁港を対象とした老朽

化対策など、保全事業を実施しております。

今後も関係団体や市町との連携強化を図りな

がら、各種取り組みを着実に実行してまいりま

す。

なお、別冊の平成30年度の主な取組には、施

策に対する取り組み状況を詳しく記載しており

ますので、後ほどごらんいただければと存じま

す。

続きまして、27ページをお開きください。

第六次宮崎県水産業・漁村振興長期計画策定

の基本的な方針について御説明いたします。

１の計画策定の趣旨でございますが、現在の

第五次計画は、平成23年に資源回復と経営力の

強化による持続可能な水産業・漁村の構築を目

標とし、水産資源の適切な利用管理や安定した

漁業経営体づくりなどにより、もうかる水産業

の構築を進めております。

平成28年には、水産業を取り巻く情勢変化に

対応するため、第五次計画を一部改定した後期

計画を策定し、先ほど平成30年度の取り組みで

御説明しましたように、未来へつなぐ漁業担い

手、魅力ある水産業の構築を重点プロジェクト

として掲げ、横断的な施策を展開しております。

これらの取り組みを通じて、水産資源の回復、

高収益型漁業への構造改革による経営体の収益

向上、宮崎県漁連の販売額や本県の水産物輸出

額の増加など、一定の成果があらわれてきてい

るところです。

このように、目標の実現へ向け、着実な推進

に取り組んでいるところではありますが、経営

体等の減少は継続しており、今後の減少も避け

られない状況にあります。
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一方、世界的に水産物の需要が増大する中、

我が国の水産物の輸出は増加傾向にあり、水産

業のさらなる成長産業化への機運は高まってき

ています。

また、国においては、水産資源の適切な管理

と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所

得向上等を目指す水産政策の改革を打ち出した

ところであります。このような情勢変化に対応

し、本県水産業のさらなる成長産業化を目指す

ため、新たな長期計画を策定するものでありま

す。

２の計画の概要でございますが、（１）の基本

的な性格として、水産業・漁村の将来あるべき

姿を見据え、成長に向けての方向性を明確にす

るとともに、漁業者等と共有できる計画とする

ために、わかりやすいものとします。

（２）の全体構成ですが、計画は将来像や目

標、施策の方向性等を明らかにする長期ビジョ

ンと、具体的な施策や数値目標などを明らかに

する基本計画で構成いたします。

（３）の計画の期間につきましては、長期ビ

ジョンは令和12年度を目標年度とし、基本計画

は令和３年度から令和７年度までの５年間を計

画期間といたします。

28ページをごらんください。

３の計画策定に当たっての基本的考え方でご

ざいますが、本県水産業・漁村の現状を分析す

るとともに、人口減少問題や世界的な水産物の

需要増大、国が進める水産政策の改革など、本

県水産業を取り巻く変化などを踏まえ、新たな

視点で課題を整理し、さらなる成長を実現する

ための計画を検討いたします。

４、計画の策定でございますが、（５）の策定

スケジュールのとおり、策定の進捗に合わせて、

宮崎県水産業・漁村振興協議会で審議を行うと

ともに、漁業者や水産関係団体、市町村と意見

交換を行いながら策定を進め、計画原案につい

てはパブリックコメントを実施するものとしま

す。

また、（３）のとおり、宮崎県行政に係る基本

的な計画の議決等に関する条例に基づき、策定

作業の進捗に応じて、本常任委員会へ御報告を

行うとともに、計画原案につきましては、議会

での御審議をいただく予定としております。

なお、計画は来年度の令和２年度中に作成す

る予定としております。

水産政策課からは以上です。

○小倉中山間農業振興室長 委員会資料の29ペ

ージをお開きください。

野生鳥獣による農林作物等の平成30年度被害

額についてでございます。

本件につきましては、環境森林部の審議にお

きましても、同じ資料で説明が行われておりま

すので、私からは農作物関係を中心に御説明さ

せていただきます。

まず、１の平成30年度被害の状況についてで

ございます。

（１）部門別被害の状況のうち、農作物につ

きましては、平成30年度の被害額は２億8,346

万8,000円と、前年度に比べて12％、約3,900万

円の減少となっております。

次に、（２）の作物別被害の状況につきまして

は、水稲、野菜、果樹の順で被害が大きく、こ

の３つで被害総額の66％を占めております。

次に、（３）の鳥獣別被害の状況につきまして

は、鹿、イノシシの順で被害額が大きく、この

２つで被害総額の76％を占めております。

次のページをごらんください。

２の被害額増減の要因についてでございます

が、農作物につきましては、補助事業等を活用
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した防護柵の整備や、有害捕獲等の取り組みが

進展するとともに、集落点検や各種研修会、追

い払い活動等の地域ぐるみの対策等を推進した

ことにより、被害額が減少してきたものと考え

ております。

次に、３の今年度の主な取組についてでござ

いますが、鳥獣被害対策マイスターや地域リー

ダー等の人材の育成を図りますとともに、モデ

ル集落におきましては、被害防止活動計画の作

成及び実践を支援し、優良事例として、県内各

地域へ波及させてまいりたいと考えております。

また、被害防止対策や捕獲対策が進みにくい

猿への対策といたしまして、官民学一体となっ

たＩＣＴを活用した行動範囲の把握と、それを

活用した的確な追い払いの検討をするとともに、

引き続き防護柵の整備を推進することで、被害

の軽減を図ることといたしております。

さらには、ジビエ処理加工施設の整備を支援

することで、捕獲鳥獣の利活用もあわせて進め

てまいりたいと考えております。

中山間農業振興室からは以上でございます。

○菓子野農産園芸課長 引き続き31ページをお

開きください。

令和元年産の早期水稲の作柄と価格の動向に

ついてでございます。

まず、１の生育、作柄概況及び検査状況につ

いてでございます。

（１）の生育及び作柄概況につきましては、

本年は田植え後の４月上旬及び５月上旬の低温

の影響によりまして、茎の数である分げつが抑

制され、穂の数は少なくなりました。全もみ数

については、穂の数は少なくなりましたが、１

穂当たりのもみ数が多くなったことから、平年

並みになりました。

また、登熟─もみの充実のことですが、出

穂以降、低温、日照不足で推移したため、やや

不良であったことから、８月15日現在の10アー

ル当たりの予想収量は459キログラムで、作況指

数96のやや不良が見込まれる状況でございます。

（２）の検査状況につきましては、８月31日

現在の速報値で、左の欄、令和元年産計の数量

の合計が１万8,621トンで、１等米比率は、右の

欄の１段下で69.7％と、４つ下の段の昨年、平

成30年産の65.3％に比べ、やや向上したところ

でございます。

なお、表の右側にあります格下げ要因の１位

は着色粒58％で、これはカメムシによる被害に

よるものでございまして、本年もカメムシ類の

発生量が多く、注意報が６月20日に発令されま

したが、各地域での防除の啓発や適宜防除の実

施により、被害が抑制されたと認識しておりま

す。

なお、下の段の米印２つ目に記載のとおり、

本年産より、検査項目、報告項目の見直しが実

施されまして、従来着色粒の内訳区分となって

おりますカメムシ類とその他が一本化されてお

ります。

次に、２の価格動向でございます。

（１）本年産の宮崎コシヒカリの販売時期別

の相対取引価格をお示ししております。

相対取引価格は、出荷業者と卸売業者の取引

価格でございまして、出荷ピーク時の比較、太

枠で囲んだ部分のとおり、60キログラム当たり

の価格は前年の１万6,200円から１万6,700円

に500円上昇している状況でございます。

また、参考としてお示ししております相対取

引価格の推移については、平成26年以降、全国

平均、宮崎コシヒカリともに価格は上昇傾向に

ございます。これは、全国的に米の需給が締まっ

た状態で推移したことが要因でございまして、
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背景としましては、飼料用米などの主食用米以

外への作付転換が進み、流通在庫が減少したこ

とから、価格が上昇してきているものでござい

ます。

早期水稲につきましては、日本一早い新米と

して一定の需要が見込まれておりますが、全国

の需給調整状況も踏まえながら、今後とも計画

的な生産販売を進めてまいりたいと考えており

ます。

説明は以上でございます。

○野﨑委員長 その他報告事項に関する執行部

の説明が終了しました。質疑はありませんか。

○星原委員 まず、第八次宮崎県農業・農村振

興長期計画策定の基本的な方針ということで示

されたんですけれど、確かにこの中にあるよう

に、８つの項目が掲げられてはいるんですが、

これは、第七次とか第六次とか過去の計画を見

て、それで新たにこういう方向性を決めたと理

解していいんですか。

○鈴木農政企画課長 ８つのプロジェクトにつ

きましては、第七次計画から導入したもので、

部局の中の縦割りを廃して横断的に取り組むと

いうことで、現行計画で取り上げたものでござ

います。

その上で、次の計画につきましては、これに

縛られるものではなく、これから前計画の具体

的な取り組みの成果、そしてその状況、さらに

今後期待されることについて改めて考えたいと

思っておりますので、今の時点でこの８つをそ

のままやるということは考えてございません。

○星原委員 そうであれば、計画策定の趣旨の

中の販売力の強化、生産力の向上、人財の育成、

中山間地域農業の振興と、毎回こういう形で出

てくるわけですよね。その中に、これからはやっ

ぱり人口減少と、それから後継者というか担い

手が不足していくことはもう避けられないと思

うんですよ。じゃあ、その避けられない部分を

どうやって維持していくかだと思うんですよ。

それには、やっぱりこういう計画の中で、ど

こかに数値目標が必要ではないかなと常々思っ

ているんですよ。それはやっぱり農業であれば

もうかる農業とか、所得の安定とか、そのため

にはそれぞれの作物ごとにどれぐらいの収益性

があるか、どれぐらいの面積をつくればこれぐ

らいの所得が入って安定するとか。

あるいは１人でやった場合、夫婦でやった場

合、家族でいろいろやった場合、いろんなこと

を想定して、そういったものが実際は出てこな

いと、若い人たちを説得するのに、やはり厳し

いのではないかなと。

書かれていることを見ると、夢はあるなとは

思うんだけれど、じゃあ、実際若い人がやろう

としたときに、これなら自分でもやれるかもし

れない、あるいはやってみようとか、そういう

方向性がある程度見えてこないと、漠然として

いて、文言はすばらしいと思うんだけれど、本

当に自分が飛び込んだときに、それなりのもの

が生まれてくるのか。

要するに農家の場合でも、やっぱり成功して

いるところ、畜産であれ、園芸であれ、花卉で

あれ、そういうところはもうかっているわけで

すよね。そういう方向性が見えてこないと、人

材育成でも何でも、やっぱり見えてこないので

はないかなという気がするんです。

そういう数値を出す。1,000万円農業なの

か、3,000万円農業なのか、5,000万円農業なの

か、そういったものをうたい文句にしていくぐ

らいのことをやっていくべきではないかなと思

うんですけれど。

計画策定の中で、その辺のところはあらわせ
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ないのか。なかなか厳しいんですか。

○鈴木農政企画課長 数値目標に関して、最初

に人口減少のお話をいただきましたが、まず人

口減少が避けられないということは、私どもも

同じ共通認識を持っておりまして、人口が減少

する中において、どういった農業が、そして本

県で農業をする意義について、ゼロベースでしっ

かり議論をしたいと考えておりまして、その問

題意識は共有していると考えております。

さらに、その上の数値目標につきましては、

現行計画でも例えば担い手の数ですとか、耕地

面積について定めているところでございます。

例えば、収益性とか個別の所得に関して申し上

げますと、どうしても外的要因が多いもので、

自発的な観点から数値化するのが困難なもの、

そういう性質のものも一部あるんですけれども、

ただ、これからいろんな方が農業に参入すると

いう観点で必要とされるデータなどは、できる

だけ分析をして、そして、目標を立てられるも

のは立てる、今までに捉われない新たな数字を

使うのであれば使う形で取り組みたいと考えて

おります。

また、先日行いました農政審議会におきまし

ても、委員から家族経営体への支援等もしっか

りやるべきだというお話もいただきましたし、

今後の農業につきましては、家族経営体はもち

ろん、法人ですとか企業の参入、そして自給的

農家の方がどうされるかも含めまして、多様な

経営というのがより一層深まると考えておりま

す。

その中で、必要とされるデータは変わってく

ると思いますので、それぞれに応じた形、いわ

ゆる特定の人だけに通用する数字ではなくて、

多様な経営体というのを生かした数字、そして

その目標についても、しっかり考えていきたい

ということで取り組んでいるところでございま

す。

○星原委員 そういう方向性の中で、やはりこ

れからはスマート農業と言われているんですけ

ど、結局人手がいない状況の中では、機械化に

頼っていかないといけないわけですよね。

機械を導入するとなると、やっぱり圃場整備

にしても、そういう大型機械が入っていけるよ

うな準備をしていかないと、多分これからは厳

しいのかなという思いがあるわけです。

そうすると、そういう農地の基盤整備はどう

やっていくのか。私の地元でも、田んぼが荒れ

て、畑も荒れているという状況がかなり進んで

いるんです。

規模拡大でいくとなると、やはり機械化に頼

らないといけない。そうなると、もう畦畔なん

か要らなくて、国土調査が済んでいれば、誰の

面積がどれだけというのはわかっているわけで

すから、機械化にどんどん切り替えていかない

と。

そして、宮崎県は農業県といいながら、やっ

ぱり販売力とか、加工技術とかそういうものを

上げながら所得向上を図らないと、いいものを

生産する能力はあると思うんですよ。それに付

加価値をいかにつけていくかという部分にどう

取り組んでいくのか。そして、販路先は国内だ

けなのか、海外まで多少伸びてきているという

ことなんですけれど、販売先をどういうふうに

確保していくのか。そういうものが出てきて、

さっき言った数値目標が出せるのではないのか

なと思うんですよ。

そういうものがないと、畜産だったら何頭す

飼育すれば最低これぐらい、生産農家だったら、

これぐらいだったら、これぐらいの所得。花だっ

たらどうだとか、水稲だったらどうだというの
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を、具体的に出して、地域の状況もあるでしょ

うけど自分がやりたいのはどれなのかというの

をわからせる。若い人たちに意欲を持たせるに

は、やっぱりそこまでやらないと、漠然とした

形でこうだと言われるだけでは、なかなか説得

力がないんじゃないかなと思っているんですよ

ね。

ですから、これから５年先、10年先のことを

考えると、農業も企業経営と同じような感覚で

やらないと厳しいのかなと思っていますので、

やっぱりそういうことを想定しながら計画を立

てていただければと思うのですが。

○鈴木農政企画課長 委員がおっしゃった点に

ついて、例えば、農地の部分であれば、当然の

ことながら一人当たりの農地というのは、拡大

しないことには使い切れないわけですので、そ

こについては、先ほど農業経営支援課長も申し

上げましたように、人・農地プランのさらなる

推進が本当に不可欠だと思っています。

さらに、販売力でも６次化の推進、認定は多

いものの、それがうまくいっているかどうかと

いうのは、まだまだ改良の余地はあると思いま

す。そのように状況も変わってきますし、繰り

返しになりますが、画一的な農業ではなくて、

さまざまな方が、いろんな取り組みをできる形

で想定していく、そのためにはどうしても我々

だけでは難しいところもありますので、農政審

議会を初めとして、ＪＡですとか農業経営者の

方々、さらに委員の皆様方からも意見を言って

いただきながら、いろんなパターン、そしてど

ういう形がいいのかというのを、しっかり１年

かけてつくっていきたいと考えております。

○星原委員 よろしくお願いします。

○山下委員 関連なんですけれど、今回の一般

質問で全国和牛能力共進会のことも随分出まし

たが、今、宮崎が自慢とする和牛の生産であれ

ば、例えば農業大学校を出て結婚して、仮定で

すけれども、子供を３人ぐらいつくって生活し

ていくためには、県の試算でいくと、繁殖であ

れば大体和牛を何頭ぐらい飼育すれば、例えば

農業大学校を出た人の給料に相当するぐらいの

所得が得られるという試算をされているのか、

そこあたりはどんなものなんでしょう。

○日髙農業経営支援課長 今、委員のおっしゃっ

たような指標につきましては、標準的な品目と

作付面積、人数で、これぐらいの所得が見込め

ますという農業経営管理指針というものを策定

し、５年に１回改定してきているところです。

平成29年度からは、情勢もいろいろ変わって

きているということもございますので、２年に

１回はしっかり見直しをしていく方向で、今年

度もその見直しの作業はやっているところです。

ただ、今後、いろいろな農業経営体が出てま

いりますので、そういったところも勘案しなが

ら、長期計画とのリンクもしっかりとりながら、

そういった目標数値等も検討してまいりたいと

思います。

○山下委員 いや、検討されるのはいいんだけ

れども、現実的に、今、例えば農業大学校を卒

業する学生が新規就農で和牛をすると、そのと

きに10頭なのか20頭なのか、そしてどれだけの

投資が要るのか。

昔の農業みたいに夫婦でゆっくりやれる経営

体としたときに、どれぐらいの頭数だったら生

活ができるという想定をされているのかですよ。

○日髙農業経営支援課長 済みません。私の説

明がまずかったかもしれませんが、そういった

目的で、経営管理指針は策定させていただいて

います。

今後いろんな経営体が出てくることも勘案し
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ながら、そこは追加修正等も加えていきたいと。

だから、現状ではその経営管理指針が、それに

当たるのではないかと思いました。

○山下委員 いや、それはわかる。だから、今

現在、今度卒業する人が計画を組んでやるとし

たら、これぐらいの計画をしなさいという指導

をするときには、どういう形で指導をされるの

かなと思って。そんなのはないんですか。

○日髙農業経営支援課長 例えば農業大学校の

生徒が卒業して、経営をしていくところで、標

準として考えているのは、例えばハウスで３反

歩ほどつくれば、家族３人で経営ができるとい

う、そういった指標はつくっています。

それを活用して、具体的な目標等をつくりな

がら、例えばそこで規模拡大をしていけば、次

のステップとして50アールになったときにはこ

うだというような、そういった指標をつくって

いる状況でございます。

○山下委員 委員もいるわけですから、具体的

にどれだけのものをやれば、十分夫婦でやれる

とか。例えば、ブロイラーであれば、ブロイラ

ーが始まった三、四十年前に、大体夫婦で２万

か３万羽やれば十分やれるよと、そういうこと

で進めたんですね。

しかし、今はＩＣＴ化とか、いろんなのがあっ

て、夫婦で10万羽まで十分やれますよというぐ

らい近代化されてきたんです。

ですから、そういうことを踏まえたときに、

昔は和牛の繁殖も全て自分たちで草をつくって、

カッターで草切って、そして飼育していたじゃ

ないですか。今はほとんど購入のものでやれる

わけですから、例えば20頭ぐらいの繁殖であれ

ば夫婦でゆっくりやれると思うんですね。

それが230頭にしないと大学卒ほどの収入は得

られないのかなとかいうのがあるわけじゃない

ですか。それが今であればどれぐらいの数でや

れるのかということをお伺いしたいのですが。

○谷之木畜産振興課長 今委員から御指摘があ

りました所得目標について、具体的に畜産振興

課で試算しているところでは、例えば、一経営

体、新規就農の場合で、所得目標が500万円とし

たときに、肉用牛の繁殖経営であれば、母牛を25

頭飼養すれば、現状では500万円の所得が達成で

きると。委員からありました、ブロイラーであ

れば、常時２万羽の飼養羽数で所得を確保でき

ると試算しております。

○山下委員 わかりました。

○星原委員 25頭で500万円という話だったけれ

ど、その500万円という収入に若い人たちが目を

向けるかなんだよ。最低でも1,000万円とか2,000

万円とか3,000万円ぐらいの事業になっていくん

だと。そして、自分がそこで生活して一生やる

となれば、そういう仕事に対して、誇りとそれ

に見合うだけの所得がちゃんとあるということ

をうたわないと、そんな500万円ぐらいの話だっ

たら誰も飛びつかないよ。

やっぱり、もうちょっと夢を描いて、若い人

たちが、頑張れば自分でもできるかもしれない

というようなものが計画なんです。今の現状が

どうかはわからないけれども。だけれど、そう

いった形でつくり上げていって、畜産なら畜産、

園芸なら園芸、水稲栽培なら水稲栽培、どれが

自分に一番合うのかとか、やりたいことはどう

いうことなのかという中で選択できるようなも

のを出していかないと。経営学者が経営のいろ

んな本を書くけれど、そのとおりやって当たっ

たことはないというぐらい、確かにそういうこ

とがあるんです。

そうではなくて、現実にどういうふうに、あ

るいはもう成功している人たちもいっぱい周り
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にいるわけですから、そういう人たちを例に例

えてでもいいわけだから、その人たちがどうい

うやり方をやっているのか、そういうことをちゃ

んと踏まえた上でやらないと説得はできないと

私は思うんですけれど。

その辺はどうなんですか、部長。

○坊薗農政水産部長 まさに委員御指摘のとお

りだと思います。

もうかっているところには後継者もいますし、

もうかるというのがわかれば多分新規就農者も

入ってくるんだと思います。

ただ、新規就農者が入ろうとすると、どうし

てもイニシャルコストがかかりますので、畜産

振興課長が言ったのは、最初に、始めるため

に、500万円ぐらいの所得を目指せば宮崎では十

分暮らせるだろうと。なので、こういう規模で

入りませんかということをシュミレーションし

ているんだと思うんですけれど、やっぱり将来

的にはステップアップしてもらって、1,000万円

とか2,000万円の所得、最終的には法人化も当然

出てくると思いますので、そういう、どの程度

の規模であればこのくらいの所得になりますと

いうのは、先ほど農業経営支援課長が言った、

経営管理指針をつくっています。ハウスであれ

ば３反とか、牛であれば10頭、20頭、50頭、100

頭で大体どのくらいの所得になりますという数

値は持っているので、そこを示しながら、どこ

を目指しましょうかというところをまずやるん

だろうと思います。これはもう経営管理支援と

してやっています。

先ほどお話しがありました長期計画の話です

けども、今、農業産出額が3,500億円、全国で第

５位です。そして、６万ヘクタール以上の耕地

を宮崎県は持っていますが、この資源をどう活

用して、これから５年先、10年先の宮崎の農業

をしっかり維持発展させていくというところを

まず考えないといけないと思っています。

そのためには、どういう担い手がどういう農

業をしていくかというところを描かないといけ

ないので、これについてもいろんな方々と意見

交換しながらやっていきたいと思いますが、やっ

ぱり人が減っていく中で担い手は減少していく

だろうと思います。そういう中で、おっしゃっ

た機械化とかスマート農業、そして田の区画を

簡易的にでも広げていって、基盤整備をして集

約化していくという仕組みも当然必要なので、

いろんな仕組みをこの１年間かけて、いろいろ

考えてお示ししたいと思いますので、また御意

見をいろいろいただければと思います。

どうぞよろしくお願いします。

○星原委員 だから、今の話は第一段階なんで

す。要するに行政は何をしていくかなんですよ

ね。

要は、所得をふやすということになると、農

家の人たちは生産技術が上がって生産能力はあ

るんですが、加工技術とか販売という部分に力

がないわけです。そうしたら、どういうふうに

加工して付加価値をつけるとか、どこに売れば

少しでも利益が大きくなるというのは、農家の

人たちではできないわけです。

だから、そういう部分をどうやっていくかと

いうところまでいかないと、幾らつくればこう

だと、つくってみたけれど売れなければしよう

がないんです。だから、生産する人たちはどう

いう形、行政は何ができるか、あるいは６次産

業化の流れでいけば、生産、加工から販売、最

終的にどうやったら売り込んでいけるのかとい

うところまで一貫してやらないと、全体的な売

り上げの数字が出てこなければ、いくらこれで

と言ったってそういうわけにはいかない。
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そこまでのことを、これからそれぞれの部署

がちゃんとやっていかないと無理なんじゃない

かと思うので、そういうことも踏まえて考えて

いかないと、さっき言った数値目標を出すでも、

幾ら目標を掲げても相手にされなければどうし

ようもないわけだから。生産したものがちゃん

とお金として返ってきて、残るものがあるとい

うところまで示すためにはどうしたらいいかと

いうことまで考えないと、私はいけないのでは

ないかと思うんですけれど。

○坊薗農政水産部長 おっしゃるとおりだと思

います。

今の長期計画でも、販売力の強化ということ

で販売に力を入れて、マーケットニーズ、売れ

るものをつくっていこうということで入ってい

るんですけれども、やはり売れるものをつくる、

そしてそれをいかに高く売っていくかというと

ころが重要だと思いますので、高く売っていく

方法、農商工連携や６次化、あとは輸出などい

ろいろあると思いますけれど、そういういろん

な視点も入れながら、また計画の策定に向けて

検討させていただきたいと思います。

○井上委員 星原委員の指摘と同じ意見として

言いたいんだけれども、販売先を固定してもの

を考えていくと、品物のつくり方と販売の方法

は固定的になってしまうと思うんです。

今、ヤマダ電機が、オーガニックカフェを店

舗ごとにつくろうとしているわけです。という

ことは、そこで販売したいから、結局そのオー

ガニックのものをどこかに求めていかないとい

けないわけです。そこが一つのポイントになる

と思うんです。

それと、今はスーパーだけではなくて、コス

モス薬品あたりが、もう生鮮食料品も全部置い

ているわけです。そして、私がことしの夏、一

番いいと思って飲んでいたのがルイボスティー

なんだけれど、大分県の佐伯市でつくっている

有機栽培のルイボスティーなんです。これは、

一つはアレルギーに対応しているということ、

それともう一つは、ノンカフェインであるとい

うこと。これがあるから、普通に売っているル

イボスティーは258円ぐらいなのに698円ぐらい

で売っているわけです。コスモス薬品は西日本

全部ですからね。そこの会社に電話をかけてみ

たら、コスモス薬品とだけ提携して売っている

というわけです。ルイボスティーの原産は南ア

フリカですけれど、これは宮崎でもできるので

はないかと思ったりもするし、売り方をよく考

えたらいいのではないかなと。今、コスモス薬

品には新垣ミートさんが肉を置いてくれている

ので、行ったときに新垣ミートの肉は買える、

だけれど、よく見ると、別のところから来てい

る肉が並んでいるわけです。

だから、販売先をもっと考える。予想外だっ

たと思うんです、ヤマダ電機がオーガニックカ

フェをするとか、コスモス薬品がスーパーを撃

沈させるぐらいの勢いになるとは誰も思ってい

なかったわけですから。

だから、そこあたりを少し考えたほうがいい

と思うんです。買いたくなるものをつくり上げ

ていくのと、おっというような想定外の販売先

に出すということを考えて売っていく戦術とか

がないとちょっと無理なんじゃないかと。

本当にこれで生活できるのかというのが常に

求められるわけだから、きちんとそこまで稼が

せるためにはどうしたらいいのかということを

やっぱり考えていかないといけないと思うんで

す。

木花のイチゴをつくっている若者たちがよく

言っていましたけれど、これをスイーツにする
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ためにはどうしたらいいのかとか、単にイチゴ

をつくっていても売れないわけだから、販売ル

ートに乗せるためにどうしていくのか。この知

恵がみんなの中にないとやっぱりいけないので

はないでしょうか。

だから、私が部長にお聞きしたいのは、そう

いうことについて宮崎県はどうするのか、その

コーディネートは誰がするのかを聞きたいとこ

ろなんです。

○坊薗農政水産部長 おっしゃるとおり、そこ

は非常に行政が弱いところだろうとは思ってい

ます。

ただ、農業も時代が変わってきていますし、

消費者の趣向も大分変わってくる、それから物

流もどんどん変わってきているという時代です

ので、我々も、普及も含めてそういうところに

も少し視点を持ってやらなくてはいけないとは

今考えたところでございます。

ありがとうございます。

○井上委員 予想どおりの答弁いただいたんで

すけれど、この計画の中のプロジェクト２、契

約取引推進プロジェクトに、魅力ある商品づく

りやブランド化による契約取引等の推進とあり

ますが、ここは書くだけではだめで、どんなも

のがどんなふうに売れるかというのは少し知恵

を出していただけるといいのかなと。コスモス

薬品が売っているルイボスティーは非常に魅力

的でした。できたらそういうものを宮崎も。

きのうのテレビでは、魚うどんが麺類では日

本で一番でしたから。あれは、これだけ丁寧に

つくってあるなんて思いもしなかったみたいで

一番になりましたけれど。

だから、やっぱりそういうものを発信してい

くことをやっていただけるといいのかなと。

○野﨑委員長 ここで、委員の皆様にお諮りい

たします。

本日の日程は午後４時までとなっております

が、このまま継続してよろしいでしょうか。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは続けます。ほかにあり

ませんか。

○横田委員 以前から、分業化のことをずっと

言ってきているんですけれど、例えば、先ほど

和牛の繁殖雌牛がふえてきているという話があ

りましたが、多分あれは、繁殖センターとかキャ

トルステーションとかコントラクターとかが充

実してきた結果だと思うんです。

これは多分畜産だけではなくて、耕種とかで

もいろいろ考えれば、分業化できるところもいっ

ぱいあるのではないかと思うんです。

新規就農者が少しずつふえてきているけれど、

劇的にふえることはちょっと考えられませんの

で、少ない担い手で宮崎県の農業、農地を守る

ためには、やっぱりそれぞれ一つの経営体が規

模拡大をしていくことがすごく大事だと思うん

です。

分業化することによって、余った労力、時間

を規模拡大に振り向けていく、そういったこと

をぜひ長期計画の中でうたってほしいという思

いがあるんですけれど、いかがでしょうか。

○坊薗農政水産部長 分業化は本当に重要なこ

とだと思います。畜産については、キャトルス

テーションが、綾町で全国で一番最初にできま

したけれど、あれができたことによって、牛の

世界も変わってきましたし、全国的にも、どこ

へ行ってもキャトルステーションはある時代に

なりました。そういう畜産での分業化を手本に

して、今、園芸のほうも分業化、生産と、それ

からつくる人、そして加工という、一連のイン

テグレーションというのを園芸のほうでも進め
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ています。

ですから、農家の方は植えるだけ、そして収

穫は加工業者がやって自分のところに持ってき

て加工するというような流れも今できています

し、広がろうとしていますので、そういういろ

んなところでの分業化をしっかり進めていくこ

とについては、次の長期計画の中でも位置づけ

が必要だと思っています。

○横田委員 お願いします。

○佐藤委員 委員の皆さんのお話しを聞いてい

て、やはり若い人たちが就農するには夢が必要

だと思うんです。その夢を持つためには情報が

大事だと思うんです。というのは、過去のこと

も必要ですし、将来の展望、将来こうやったら

よくなるという農業に対する魅力も必要だと思

うのですが、いわゆる成功例の情報は持ってお

られると思うんです。中山間地では、こういう

ものをしたらこれだけの成功をしましたと。こ

ういう失敗もしながらもこういう成功に導いた、

今後はこういうふうになる、平場では、こうい

う園芸野菜をしたらこうなったと。

そういう情報が余り広がっていないと思うん

です。情報発信をしているかもしれませんが、

それを知らない人が多いということはやはり周

知が足りない。そういう若者に夢を与え、情報

を与えると、じゃあそれをやってみようかとい

うことになると思うんです。

私たちも小さいころ、大きくなったら何をし

ようかと。こういう仕事をするとこれだけ稼げ

るんだというものがありましたよね。そういう

ものの一部として、畜産であればこういうやり

方でやればこれだけ利益を上がるという具体的

なもの。夫婦でやろうか、兄弟でやろうか、親

子でやろうかと。そういうものの情報発信を、

新規就農者なり、もしくは帰ってこようかとい

う人たちへどんどん発信すると、やってみよう

かということになるのかなと思ったので、ぜひ

ともお願いします。

○野﨑委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、以上をもって、農政

水産部を終了いたします。

執行部の皆様方、お疲れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午後４時２分休憩

午後４時６分再開

○野﨑委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、申し合わ

せにより、委員会審査の最終日に行うことになっ

ておりますので、25日に採決を行うこととし、

再開時刻を13時としたいと思いますがよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 以上をもちまして、本日の委員

会を終わります。

午後４時６分散会
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午後０時58分再開

出席委員（８人）

委 員 長 野 﨑 幸 士

副 委 員 長 図 師 博 規

委 員 星 原 透

委 員 横 田 照 夫

委 員 山 下 寿

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 前 野 陽 子

議事課主任主事 渡 邊 大 介

○野﨑委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

議案につきまして、賛否も含め、御意見があれ

ばお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、議案の採決を行いま

す。

議案第１号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○野﨑委員長 挙手全員。よって、議案第１号

については原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等あり

ませんか。暫時休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後１時０分再開

○野﨑委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査につきましては、引き続き、閉会中の継続調

査といたしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。暫時休憩い

たします。

午後１時０分休憩

午後１時２分再開

○野﨑委員長 委員会を再開いたします。

10月31日木曜日の閉会中の委員会につきまし

ては、正副委員長に一任ということで御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野﨑委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

次に、県南調査につきましては、12月16日か

ら17日の日程で実施するということで御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

令和元年９月25日(水)
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○野﨑委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野崎委員長 何もないようですので、以上を

もって委員会を終了いたします。

午後１時５分閉会



署 名

環境農林水産常任委員会委員長 野 﨑 幸 士


